
 

 
 

 

 

 

 

 

医療介護総合確保促進法に基づく 

平成 27年度福岡県計画 

（第８回変更） 

※介護施設等の整備に関する事業分 

 

 

 

 
令和６年２月 

 

 

福   岡   県 
  



1 

 

１．計画の基本的事項  
(1) 計画の基本的な考え方 

○ 団塊の世代が全て 75歳以上となる令和 7年（2025年）に向けて、病床の機能分化・

連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・勤務環境の改善等、「効率的

かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題

となっている。 

○ 本県においても、高齢化率（65 歳以上人口割合）は、2010 年（平成 22 年）には

22.3％であったが、2015年（平成 27年）には 26.4％、2020年（令和２年）には 29.1％、

2025 年（令和７年）以降は 30％を超えると予測されており、生活習慣病など慢性疾

患の増加に伴い、療養や介護も長期化していくことが見込まれている。 

○ このような中、県民誰もが高齢者となっても住み慣れた地域で安心して生活するた

めには、効率的で質の高い医療提供体制と、医療、介護、予防、住まい、生活支援と

いったサービスを切れ目なく一体的に提供できる地域包括ケアシステムを早急に構

築していくことが求められている。 

○ 県では、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年

法律第 64号）に基づき、平成 26年度の県計画を策定するとともに、新たに地域医療

介護総合確保基金（以下「基金」という。）を設置し、当該基金を活用して、医療分野

における取組を強化したところである。 

○ 具体的には、 

① 「病床の機能分化・連携」を進めるための基盤整備として、福岡県医師会が行う

診療情報ネットワークの整備への支援 等 

② 「在宅医療の充実」を図る観点から、在宅医療推進の拠点機能の強化として相談

員の配置や訪問診療に必要な医療機器の整備 等 

③ 「医療従事者の確保・養成」を図る観点から、研修を強化するほか、医療機関が

取り組む勤務環境改善への支援や、離職した看護師等の就労相談窓口の拡充 等 

の取組を進めたところである。 

○ 平成 27 年度以降も、引き続き、効率的で質の高い医療提供体制の構築に向け、医

療分野の事業に取り組むとともに、介護分野も基金の対象となることから、 

① 介護サービスを十分に供給できるよう、介護予防の拠点から特別養護老人ホーム

等の入所施設まで、介護基盤の計画的な整備 

② 地域包括ケアシステムを支える介護・福祉サービスに従事する人材の養成と確

保・定着、資質の向上 

③ 介護は必要としなくても自立した生活に不安のある高齢者に対する介護予防や

生活支援といったサービスの一体的な提供 等 

の取組を進め、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進していく必要があ

る。 

○ これらの取組について、基金を活用し、医療及び介護の関係者が共通の認識に立ち、

適切な目標設定の下、実効性ある事業を展開していくため、本計画を策定するもので

ある。 
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 (2) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

 

福岡県における医療介護総合確保区域については、福岡・糸島、粕屋、宗像、筑紫、

朝倉、久留米、八女・筑後、有明、飯塚、直方・鞍手、田川、北九州、京築の 13区域と

する。 

☑２次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 

□２次医療圏及び老人福祉圏域と異なる 

（異なる理由：                     ） 

 

 

(3) 計画の目標の設定等 

 

■福岡県全体 

 

１．目標 

福岡県においては、超高齢社会を迎えるにあたっても、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を構築し、県民生活の「安定」、「安全」、

「安心」を向上させることを目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（平成２７年～令和５年度分） 

○ 介護サービスの供給体制の確保や地域包括ケアシステムの構築に向けて、県の

介護保険事業支援計画等において予定している地域密着型サービス等の介護基

盤の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）      ７４カ所 → ９６カ所 

 （床数）      １，９２１床 → ２，５６６床 

・地域密着型特別養護老人ホームに併設されるショートステイ（整備数） 

（事業所数）       ０カ所 → ２カ所 

（床数）          ０床 → ２２床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）     ６４７カ所 → ７０２カ所 

 （床数）      ９，５８７床 → １０，５９８床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）     ２５２カ所 → ３０１カ所 

 （利用者数）  ３，４７４／月分 → ５，１４０人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）     １３８カ所 → １４８カ所 
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 （利用回数）１９，７３０回／月分 → ２１，６９３回／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）     １６２カ所 → ２１３カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）      １８カ所 → ６７カ所 

 （利用者数）   ３１０人／月分 → ２，８１０人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ９カ所 → ４４カ所 

 （利用者数）   １２６人／月分 → １，０１６人／月分 

・介護予防拠点 

 （事業所数）       ０カ所 → ２カ所（整備数） 

・施設内保育施設 

 （事業所数）       ０カ所 → ２カ所（整備数） 

・訪問看護ステーション 

 （大規模化）       ０カ所 → １３カ所（整備数） 

 （サテライト事業所）   ０カ所 → ２３カ所（整備数） 

 

２．計画期間 

平成２７年４月～令和６年３月 

 

 

■福岡・糸島区域 

 

１．目標 

福岡・糸島区域は、政令指定都市である福岡市及び糸島市の２市から構成されてお

り、令和５年４月１日現在、圏域人口は 1,685,860人、高齢者人口は 383,146 人、高

齢化率 22.7％となっている。 

県内最大の人口を擁し、高齢化率は県平均（28.0％）と比較し低いものの、今後、

急激な高齢化が見込まれていることから、県民が住み慣れた地域で生活しながら適切

な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。このため、以下を

目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（平成２７年～令和５年度分） 

○ 県内最大の都市部であり、将来の高齢者数の動向なども踏まえた、バランスの

とれた介護基盤の整備が求められている。 

○ このため、地域包括ケアシステムの構築に向けて、認知症高齢者グループホー

ムや看護小規模多機能型居宅介護事業所等の多様な施設の整備を行う。 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 
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 （事業所数）      １８カ所 → ２６カ所 

 （床数）        ４９０床 → ６９１床 

・地域密着型特別養護老人ホームに併設されるショートステイ 

（事業所数）       ０カ所 → １カ所 

（床数）          ０床 → １１床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）     １２０カ所 → １４９カ所 

 （床数）      １，９１２床 → ２，３９２床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      ４５カ所 → ６０カ所 

 （利用者数）   ６３５人／月分 → １，０２５人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）      ２８カ所 → ２８カ所 

 （利用回数） ４，１２３回／月分 → ４，１２３回／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）      ５８カ所 → ６３カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ６カ所 → １６カ所 

 （利用者数）   １６２人／月分 → ８０３人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → １２カ所 

 （利用者数）     ０人／月分 → ２４０人／月分 

・施設内保育施設 

 （事業所数）       ０カ所 → ２カ所（整備数） 

・訪問看護ステーション 

 （大規模化）       ０カ所 → ７カ所（整備数） 

 （サテライト事業所 ）  ０カ所 → １０カ所（整備数） 

 

２．計画期間 

平成２７年４月～令和６年３月 

 

 

■粕屋区域 

 

１．目標 

粕屋区域は、古賀市並びに糟屋郡宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山

町及び粕屋町の１市７町から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は

294,526人、高齢者人口は 71,475 人、高齢化率 24.3％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し低いものの、今後、高齢化が見込まれている
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ことから、県民が住み慣れた地域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制

を早急に構築していく必要がある。このため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（平成２７年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

○ このため、地域密着型特別養護老人ホーム等の整備を行う。 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       ２カ所 → ３カ所 

 （床数）         ４９床 → ７８床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      １９カ所 → １９カ所 

 （床数）        ３３３床 → ３５１床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ６カ所 → ６カ所 

 （利用者数）    ６９人／月分 → １３９人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）       ２カ所 → ３カ所 

 （利用回数）   ２４０回／月分 → ２４０回／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）       ８カ所 → ８カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ０カ所 → １カ所 

 （利用者数）     ０人／月分 → ５８人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ０カ所 → ２カ所 

 （利用者数）     ０人／月分 → ８１人／月分 

・訪問看護ステーション 

 （サテライト事業所）   ０カ所 → １カ所（整備数） 

 

２．計画期間 

平成２７年４月～令和６年３月 

 

 

■宗像区域 

 

１．目標 

宗像区域は、宗像市及び福津市の２市から構成されており、令和５年４月１日現在、
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圏域人口は 165,330人、高齢者人口は 48,365 人、高齢化率 29.3％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較しやや高くなっており、県民が住み慣れた地域

で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要があ

る。このため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（平成２７年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

○ このため、認知症高齢者グループホーム等の整備を行う。 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （床数）         ８７床 → ８７床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      １２カ所 → １３カ所 

 （床数）        １８９床 → ２１６床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ８カ所 → ８カ所 

 （利用者数）    ９３人／月分 → １５５人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）       ５カ所 → ５カ所 

 （利用回数）   ６６８回／月分 → ７６２回／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）       ２カ所 → ８カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ０カ所 → ２カ所 

 （利用者数）     ０人／月分 → ７５人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ０カ所 → １カ所 

 （利用者数）     ０人／月分 → ２９人／月分 

・訪問看護ステーション 

 （サテライト事業所）   ０カ所 → １カ所（整備数） 

 

２．計画期間 

平成２７年４月～令和６年３月 

 

 

■筑紫区域 
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１．目標 

筑紫区域は、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市及び那珂川市の５市から構成

されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は 442,404人、高齢者人口は 109,068

人、高齢化率 24.7％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し低いものの、今後、高齢化が見込まれている

ことから、県民が住み慣れた地域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制

を早急に構築していく必要がある。このため、以下を目標とする。 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標（平成２７年～令和５年度分） 

○ 特別養護老人ホームの待機者の解消や、認知症高齢者の増加への対応等が課題

となっている。 

○ このため、地域密着型特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホーム等の

整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       ３カ所 → ６カ所 

 （床数）         ６７床 → １８３床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ３２カ所 → ３６カ所 

 （床数）        ４６５床 → ５３４床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      １７カ所 → ２４カ所 

 （利用者数）   ２４９人／月分 → ３９０人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）       ８カ所 → １０カ所 

 （利用回数） １，１８２回／月分 → １，１８２回／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）       ９カ所 → １５カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → ５カ所 

 （利用者数）     ６人／月分 → １５２人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ０カ所 → ２カ所 

 （利用者数）     ０人／月分 → ４６人／月分 

・訪問看護ステーション 

 （サテライト事業所）   ０カ所 → １カ所（整備数） 

 

２．計画期間 
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平成２７年４月～令和６年３月 

 

 

■朝倉区域 

 

１．目標 

朝倉区域は、朝倉市並びに朝倉郡筑前町及び東峰村の１市１町１村から構成されて

おり、令和５年４月１日現在、圏域人口は 82,854人、高齢者人口は 28,171人、高齢

化率 34.0％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（平成２７年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

○ このため、小規模多機能型居宅介護事業所等の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）       ８カ所 → ８カ所 

 （床数）        １２６床 → １２６床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ３カ所 → ４カ所 

 （利用者数）    ２３人／月分 → ７７人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （利用回数）   ６４２回／月分 → ６４２回／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）       ３カ所 → ５カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ０カ所 → １カ所 

 （利用者数）     １人／月分 → ３８人／月分 

 

２．計画期間 

平成２７年４月～令和６年３月 
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■久留米区域 

 

１．目標 

久留米区域は、久留米市、大川市、小郡市及びうきは市並びに三井郡大刀洗町及び

三潴郡大木町の４市２町から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は

451,020人、高齢者人口は 131,292人、高齢化率 29.1％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）よりやや高くなっており、今後、高齢化が見込まれて

いることから、県民が住み慣れた地域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる

体制を早急に構築していく必要がある。このため、以下を目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（平成２７年～令和５年度分） 

○ 特別養護老人ホームの待機者の解消や、認知症高齢者の増加への対応等が課題

となっている。 

○ このため、地域密着型特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホーム等の

整備を行う。 

  

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）      １２カ所 → ２１カ所 

 （床数）        ３０５床 → ５６６床 

・地域密着型特別養護老人ホームに併設されるショートステイ 

（事業所数）       ０カ所 → １カ所 

（床数）          ０床 → １１床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ７７カ所 → ８４カ所 

 （床数）      １，２８１床 → １，４０１床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      ５０カ所 → ５５カ所 

 （利用者数）   ７１１人／月分 → ９８２人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）      １９カ所 → １９カ所 

 （利用回数） １，８４３回／月分 → １，８７０回／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）      １３カ所 → ２２カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ５カ所 → １１カ所 

 （利用者数）    ５６人／月分 → ４１７人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 
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 （事業所数）       ５カ所 → １３カ所 

 （利用者数）    ７７人／月分 → ３３９人／月分 

・訪問看護ステーション 

 （大規模化）        ０カ所→ １カ所（整備数） 

 （サテライト事業所）   ０カ所 → ２カ所（整備数） 

 

２．計画期間  

平成２７年４月～令和６年３月 

 

 

■八女・筑後区域 

 

１．目標 

八女・筑後区域は、八女市及び筑後市並びに八女郡広川町の２市１町から構成され

ており、令和５年４月１日現在、圏域人口は 129,250 人、高齢者人口は 41,550 人、

高齢化率 32.1％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）より高くなっており、県民が住み慣れた地域で生活し

ながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。このた

め、以下を目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（平成２７年～令和５年度分） 

○ 小規模多機能型居宅介護の未整備地域の解消や、今後重要性が増すと考えられ

る在宅での医療ニーズへの対応等が課題となっている。 

○ このため、小規模多機能型居宅介護事業所等の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （床数）         ２９床 → ２９床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ２６カ所 → ２７カ所 

 （床数）        ４０５床 → ４１４床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ８カ所 → １４カ所 

 （利用者数）   １１５人／月分 → ２５３人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）       ５カ所 → ５カ所 

 （利用回数）   ６１６回／月分 → ９８０回／月分 

・地域包括支援センター 
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 （事業所数）       ４カ所 → ８カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → ４カ所 

 （利用者数）     ０人／月分 → １２２人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ０カ所 → ２カ所 

 （利用者数）     ０人／月分 → ２５人／月分 

・介護予防拠点 

 （事業所数）       ０カ所 → １カ所（整備数） 

 

２．計画期間 

平成２７年４月～令和６年３月 

 

 

■有明区域 

 

１．目標 

有明区域は、大牟田市、柳川市及びみやま市の３市から構成されており、令和５年

４月１日現在、圏域人口は 205,633人、高齢者人口は 76,092 人、高齢化率 37.0％と

なっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較しかなり高くなっており、県民が住み慣れた地

域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要があ

る。このため、以下を目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（平成２７年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

○ このため、小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所等の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （床数）         ４６床 → ４６床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ３８カ所 → ３８カ所 

 （床数）        ５００床 → ５１３床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      ３４カ所 → ３７カ所 



12 

 

 （利用者数）   ４６８人／月分 → ６０６人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）      １６カ所 → １６カ所 

 （利用回数） ２，２０７回／月分 → ２，２０７回／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）       ８カ所 → ８カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ０カ所 → ４カ所 

 （利用者数）     ０人／月分 → ５０人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ０カ所 → ３カ所 

 （利用者数）     ０人／月分 → ６４人／月分 

・介護予防拠点 

（事業所数）       ０カ所 → １カ所（整備数） 

 

２．計画期間 

平成２７年４月～令和６年３月 

 

 

■飯塚区域 

 

１．目標 

飯塚区域は、飯塚市及び嘉麻市並びに嘉穂郡桂川町の２市１町から構成されてお

り、令和５年４月１日現在、圏域人口は 173,432 人、高齢者人口は 59,295 人、高齢

化率 34.2％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（平成２７年～令和５年度分） 

○ 地域包括ケアシステムを構築する上で中心的役割を果たす地域包括支援セン

ターの充実や今後重要性が増すと考えられる在宅での医療ニーズへの対応等が

課題となっている。 

○ このため、地域包括支援センターや小規模多機能型居宅介護事業所等の整備を

行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 
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 （床数）         ９８床 → ９８床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ３６カ所 → ３６カ所 

 （床数）        ４３５床 → ４３５床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ６カ所 → ７カ所 

 （利用者数）    ７７人／月分 → １２１人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）       ０カ所 → １カ所 

 （利用回数）   １０１回／月分 → ３１４回／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）       ３カ所 → １４カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ０カ所 → ３カ所 

 （利用者数）     ０人／月分 → １３２人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ０カ所 → ３カ所 

 （利用者数）     ０人／月分 → ８２人／月分 

・訪問看護ステーション 

 （サテライト事業所）   ０カ所 → ２カ所（整備数） 

 

２．計画期間 

平成２７年４月～令和６年３月 

 

 

■直方・鞍手区域 

 

１．目標 

直方・鞍手区域は、直方市及び宮若市並びに鞍手郡小竹町及び鞍手町の２市２町か

ら構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は 104,275 人、高齢者人口は

36,939 人、高齢化率 35.4％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較しかなり高くなっており、県民が住み慣れた地

域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要があ

る。このため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（平成２７年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

○ このため、認知症高齢者グループホーム等の整備を行う。 
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【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ３４カ所 → ３５カ所 

 （床数）        ４３２床 → ４５０床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ３カ所 → ４カ所 

 （利用者数）    ３４人／月分 → ４８人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

 （利用回数）   ２５０回／月分 → ２５０回／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ０カ所 → １カ所 

 （利用者数）     ０人／月分 → ５７人／月分 

 

２．計画期間 

平成２７年４月～令和６年３月 

 

 

■田川区域 

 

１．目標 

田川区域は、田川市並びに田川郡香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村

及び福智町の１市６町１村から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は

118,051人、高齢者人口は 44,191 人、高齢化率 37.4％となっている。 

高齢化率は県内で最も高くなっており、県民が住み慣れた地域で生活しながら適切

な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。このため、以下を

目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（平成２７年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

○ このため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ５３カ所 → ５３カ所 
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 （床数）        ７７４床 → ８０１床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      １１カ所 → １１カ所 

 （利用者数）   １１２人／月分 → １７０人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）       ７カ所 → ７カ所 

 （利用回数）   ９５０回／月分 → ９５０回／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）       ８カ所 → ８カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → ２カ所 

 （利用者数）    ４４人／月分 → ６８人／月分 

 

２．計画期間 

平成２７年４月～令和６年３月 

 

 

■北九州区域 

 

１．目標 

北九州区域は、政令指定都市である北九州市及び中間市並びに遠賀郡芦屋町、水巻

町、岡垣町及び遠賀町の２市４町から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域

人口は 1,054,928人、高齢者人口は 335,625人、高齢化率 31.8％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（平成２７年～令和５年度分） 

○ 都市部が多く、将来の高齢者数の動向なども踏まえた、バランスのとれた介護

基盤の整備が求められている。 

○ このため、地域密着型特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホーム等、

多様な施設の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）      ２４カ所 → ２６カ所 

 （床数）        ６４３床 → ７１０床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）     １６３カ所 → １７３カ所 
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 （床数）      ２，３４９床 → ２，５７９床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      ４８カ所 → ５８カ所 

 （利用者数）   ７１０人／月分 → ９５７人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）      ３７カ所 → ４３カ所 

 （利用回数） ６，０９８回／月分 → ７，３６３回／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）      ２９カ所 → ３６カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ４カ所 → １６カ所 

 （利用者数）    ４１人／月分 → ８０４人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → ６カ所 

 （利用者数）    １９人／月分 → １１０人／月分 

・訪問看護ステーション 

 （大規模化）       ０カ所 → ５カ所（整備数） 

 （サテライト事業所）   ０カ所 → ６カ所（整備数） 

 

２．計画期間 

平成２７年４月～令和６年３月 

 

■京築区域 

 

１．目標 

京築区域は、行橋市及び豊前市、京都郡苅田町及びみやこ町並びに築上郡吉富町、

上毛町及び築上町の２市５町から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口

は 183,378 人、高齢者人口は 59,238人、高齢化率 32.3％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（平成２７年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応が課題となっている。 

○ このため、認知症高齢者グループホームや定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 
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 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （床数）         ７８床 → ７８床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ２９カ所 → ３１カ所 

 （床数）        ３８６床 → ３８６床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      １３カ所 → １３カ所 

 （利用者数）   １７８人／月分 → ２１７人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

 （利用回数）   ８１０人／月分 → ８１０人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）      １３カ所 → １４カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ０カ所 → １カ所 

 （利用者数）     ０人／月分 → ３４人／月分 

 

２．計画期間 

平成２７年４月～令和６年３月 

 

(4) 目標の達成状況 

※ 本項目については、令和６年度以降に記載する。 

 

２．事業の評価方法  
(1) 関係者からの意見聴取の方法 

 

（介護施設等整備分） 

○平成２７年度事業分 

平成２７年１月～   全市町村に対する平成２７年度基金事業に係る照会 

平成２７年６月１１日 県医師会と協議 

平成２７年６月１７日 県老人福祉施設協議会と協議 

平成２７年６月１７日 県介護老人保健施設協会と協議 

平成２７年８月２７日 県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

 

○平成２８年度事業分 

平成２７年１０月～  全市町村に対する平成２８年度基金事業に係る照会 

平成２８年７月２０日 県医師会と協議 

平成２８年８月３日  県介護老人保健施設協会と協議 

平成２８年８月４日  県老人福祉施設協議会と協議 
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平成２８年９月２日  県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

 

○平成２９年度事業分 

平成２８年１０月～  全市町村に対する平成２９年度基金事業に係る照会 

平成２９年８月９日  県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

平成２９年８月３０日 県介護老人保健施設協会と協議 

平成２９年９月７日  県医師会と協議 

 

○平成３０年度事業分 

平成２９年１０月～  全市町村に対する平成３０年度基金事業に係る照会 

平成３０年８月２０日 県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

平成３０年８月３０日 県医師会と協議 

 

○令和元年度事業分 

平成３０年１０月～  全市町村に対する平成３０年度基金事業に係る照会 

令和元年９月６日   県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

令和元年９月１９日  県医師会と協議 

 

○令和２年度事業分 

令和元年１０月～   全市町村に対する令和２年度基金事業に係る照会 

令和２年１２月１６日 県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

令和２年１２月１７日 県医師会と協議 

 

○令和３年度事業分 

令和２年９月～    全市町村に対する令和３年度基金事業に係る照会 

令和４年１月１４日  県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

令和４年１月１４日  県医師会と協議 

 

○令和４年度事業分 

令和３年９月～    全市町村に対する令和４年度基金事業に係る照会 

令和４年１２月２２日 県医師会と協議 

令和５年１月２４日  県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

 

○令和５年度事業分 

令和４年９月～    全市町村に対する令和５年度基金事業に係る照会 

令和５年５月１８日  県医師会と協議 

令和６年１月２２日   県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 
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(2) 事後評価の方法 

 

（介護施設等整備分） 

福岡県社会福祉審議会老人福祉専門分科会に、目標の達成状況や事業の実施状況を報

告し、意見を聞きながら評価を行い、必要に応じて見直しを行うことなどにより、計画

を推進していくこととする。 

 

 

３．計画に基づき実施する事業 
(1) 事業の内容等 

都道府県 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事 業 名 【No.○】福岡県介護施設等整備事業 【総事業費】  

7,556,140千円 

事業の対象 
となる医療 
介護総合 
確保区域 

全区域 

事 業 の 
実施主体 県、市町村 

 
事業の目標 

〇 介護サービスの供給体制の確保や地域包括ケアシステムの構築に向けて、

県の介護保険事業支援計画等において予定している地域密着型サービス等の

介護基盤の整備を行う。 

・地域密着型特別養護老人ホーム 1,921床（74カ所）  

→ 2,566床（96カ所） 

・  併設されるショートステイ  0床（0カ所）→22床（２カ所） 

・認知症高齢者グループホーム 9,587床（647カ所） 

→ 10,598床（702カ所） 

・小規模多機能型居宅介護事業所 3,474人／月分（252カ所） 

→5,140人／月分（301カ所） 

・認知症対応型デイサービスセンター 19,730回／月分（138カ所） 

→21,693回／月分（148カ所） 

・地域包括支援センター 162カ所 → 213カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 310人／月分（18カ所） 

→2,810人／月分（67カ所） 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所        126人／月分（9カ所） 

→1,016人／月分（44カ所） 

・介護予防拠点          ０カ所 →２カ所（整備数） 

・施設内保育施設         ０カ所 →２カ所（整備数） 
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・訪問看護ステーション 

  （大規模化）     ０カ所 → 13カ所（整備数） 

  （サテライト事業所） ０カ所 → 23カ所（整備数） 

※ 上記整備目標値には当事業による整備費補助のないものを含む 

事業の期間 平成２７年４月～令和６年３月 

事業の内容 ①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム     ６４５床（２２カ所） 

  併設されるショートステイ       ２２床（２カ所） 

 認知症高齢者グループホーム       ５５カ所 

 小規模多機能型居宅介護事業所      ４９カ所 

 認知症対応型デイサービスセンター    １０カ所 

 地域包括支援センター           ５１カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ４９カ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所     ３５カ所 

 介護予防拠点               ２カ所 

 施設内保育施設              ２カ所 

 訪問看護ステーション（大規模化）    １３カ所 

 訪問看護ステーション（サテライト）   ２３カ所 

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

③介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備に要する経費に

対して支援を行う。 

④新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、簡易陰圧装置の設置、ゾーニ

ング環境等の整備、多床室の個室化を行う。 

事業に要す 

る費用の額 事業内容 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ

＋Ｃ） 
（注１） 

基金 
その他 
（Ｃ） 
（注２） 

国（Ａ） 都道府県(Ｂ) 

①地域密着型サ

ービス施設等の

整備 

(千円) 

 

(千円) 

3,434,386 

(千円) 

1,717,202 

(千円) 

 

②施設等の開

設・設置に必要

な準備経費 

(千円) 

 

(千円) 

1,561,590 

(千円) 

780,797 

(千円) 

 

③介護療養型医

療施設等の介護

老人保健施設等

への転換整備 

(千円) 

 

(千円) 

40,000 

(千円) 

20,000 

(千円) 

 

④介護施設等に

おける新型コロ

ナウイルス感染

(千円) 

 

(千円) 

1,443 

(千円) 

722 

(千円) 
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症防止対策 

 

 

金 

 

 

 

 

額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

 

基金充当額 

（国費）に

おける公民

の別 
（注３） 

（注４） 

公 

(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

5,037,419 

都道府県
（Ｂ） 

(千円) 

2,518,721 

民 うち受託事業等（再

掲） 

(千円) 

 
計（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

7,556,140 

その他（Ｃ） 
(千円) 

0 

 

備  考 

（注５） 

平成２７年度   491,514千円   令和２年度     312,817千円 

平成２８年度 1,299,837千円   令和３年度     459,486千円 

平成２９年度   980,341千円   令和４年度     376,513千円 

平成３０年度 1,680,591千円   令和５年度    1,121,072千円 

令和元年度    833,969千円 

（注１）事業者が未定等のため、総事業費が不明の場合は、記載を要しない。 
（注２）事業者が未定で、事業者負担額が不明の場合は、記載を要しない。 
（注３）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 
（注４）指定管理者制度の活用など設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金

充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。 
（注５）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 

 

 

H27 補正分

（地域介護

対策支援臨

時特例交付

金）での基

金造成額 

事業内容 

基金（地域介護対策支援臨時特例交付金分） 

 

国 

 

（Ａ） 

 

都道府県 

 

（Ｂ） 

 

合 計 

 

（Ａ＋Ｂ） 

令和５年度 

事業への 

充 当 額 
（Ｃ） 

 

残 額 

 
（Ｄ） 

①地域密着型

サービス施設

等の整備 

(千円) 

2,085,552 

(千円) 

1,042,782 

(千円) 

3,128,334 

(千円) 

1,121,072 

(千円) 

0 

②施設等の開

設・設置に必

要な準備経費 

(千円) 

1,143,730 

(千円) 

571,866 

(千円) 

1,715,596 

(千円) 

0 

(千円) 

0 

 

金額合計 

 

(千円) 

3,229,283 

(千円) 

1,614,647 

(千円) 

4,843,930 

(千円) 

1,121,072 

(千円) 

0 

 

(2) 事業の実施状況 

※ 本項目については、令和６年度以降に記載する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療介護総合確保促進法に基づく 

平成 30年度福岡県計画 

（第５回変更）（案） 

※介護施設等の整備に関する事業分 

 

 

 

 
令和６年 月 

 

 

 

福   岡   県 
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１．計画の基本的事項  
(1) 計画の基本的な考え方 

○ 団塊の世代が全て 75歳以上となる令和 7年（2025年）に向けて、病床の機能分化・

連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・勤務環境の改善等、「効率的

かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題

となっている。 

○ 本県においても、高齢化率（65 歳以上人口割合）は、2010 年（平成 22 年）には

22.3％であったが、2015年（平成 27年）には 26.4％、2020年（令和２年）には 29.1％、

2025 年（令和７年）以降は 30％を超えると予測されており、生活習慣病など慢性疾

患の増加に伴い、療養や介護も長期化していくことが見込まれている。 

○ このような中、県民誰もが高齢者となっても住み慣れた地域で安心して生活するた

めには、効率的で質の高い医療提供体制と、医療、介護、予防、住まい、生活支援と

いったサービスを切れ目なく一体的に提供できる地域包括ケアシステムを早急に構

築していくことが求められている。 

○ 県では、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年

法律第 64号）に基づき、平成 26年度の県計画を策定するとともに、新たに地域医療

介護総合確保基金（以下「基金」という。）を設置し、当該基金を活用して、医療分野

における取組を強化したところである。 

○ 具体的には、 

① 「病床の機能分化・連携」を進めるための基盤整備として、福岡県医師会が行う

診療情報ネットワークの整備への支援 等 

② 「在宅医療の充実」を図る観点から、在宅医療推進の拠点機能の強化として相談

員の配置や訪問診療に必要な医療機器の整備 等 

③ 「医療従事者の確保・養成」を図る観点から、研修を強化するほか、医療機関が

取り組む勤務環境改善への支援や、離職した看護師等の就労相談窓口の拡充 等 

の取組を進めたところである。 

○ 平成 27 年度以降も、引き続き、効率的で質の高い医療提供体制の構築に向け、医

療分野の事業に取り組むとともに、介護分野も基金の対象となっていることから、 

① 介護サービスを十分に供給できるよう、介護予防の拠点から特別養護老人ホーム

等の入所施設まで、介護基盤の計画的な整備 

② 地域包括ケアシステムを支える介護・福祉サービスに従事する人材の養成と確

保・定着、資質の向上 

③ 介護は必要としなくても自立した生活に不安のある高齢者に対する介護予防や

生活支援といったサービスの一体的な提供 等 

の取組を進め、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進していく必要があ

る。 

○ これらの取組について、基金を活用し、医療及び介護の関係者が共通の認識に立ち、

適切な目標設定の下、実効性ある事業を展開していくため、本計画を策定するもので

ある。 
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(2) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

 

福岡県における医療介護総合確保区域については、福岡・糸島、粕屋、宗像、筑紫、

朝倉、久留米、八女・筑後、有明、飯塚、直方・鞍手、田川、北九州、京築の 13区域と

する。 

☑２次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 

□２次医療圏及び老人福祉圏域と異なる 

（異なる理由：                     ） 

 

 

(3) 計画の目標の設定等 

 

■福岡県全体 

 

１．目標 

福岡県においては、超高齢社会を迎えるにあたっても、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を構築し、県民生活の「安定」、「安全」、

「安心」を向上させることを目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（平成３０年～令和５年度分） 

○ 介護サービスの供給体制の確保や地域包括ケアシステムの構築に向けて、県の

介護保険事業支援計画等において予定している地域密着型サービス等の介護基

盤の整備を行う。 

 ※有明区域、北九州区域において整備予定 

〇 介護療養病床については、廃止期限が令和６年３月末に延長されたが、今後も

介護医療院等への転換を進めていくことが課題となっている。 

 

【定量的な目標値】 

・介護予防拠点 

 （事業所数）      ２カ所 → ５カ所（整備数） 

・介護付きホーム 

 （事業所数）     １８カ所 → ２２カ所 

 （床数）       ３９６床 → ５１２床 

・ 介護療養病床転換  ４４９床 → １，４３２床 

 

２．計画期間 

平成３０年４月～令和６年３月 
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■有明区域 

 

１．目標 

有明区域は、大牟田市、柳川市及びみやま市の３市から構成されており、令和５年

４月１日現在、圏域人口は 205,633人、高齢者人口は 76,092 人、高齢化率 37.0％と

なっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較しかなり高くなっており、県民が住み慣れた地

域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要があ

る。このため、以下を目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（平成３０年～令和５年度分） 

○ 要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止

のため必要な事業を行う拠点として、介護予防拠点の整備を行う。 

また、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、食事や

入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供する施設として、介護付き

ホームの整備を行う。 

【定量的な目標値】 

・介護付きホーム 

 （事業所数）     ５カ所 → ５カ所 

 （床数）       ８５床 → ８５床 

・介護予防拠点 

 （事業所数）     １カ所 → ４カ所（整備数） 

 

２．計画期間 

平成３０年４月～令和６年３月 

 

■北九州区域 

 

１．目標 

北九州区域は、政令指定都市である北九州市及び中間市並びに遠賀郡芦屋町、水巻

町、岡垣町及び遠賀町の２市４町から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域

人口は 1,054,928人、高齢者人口は 335,625人、高齢化率 31.8％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（平成３０年～令和５年度分） 

○ 利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、食事や入浴な
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どの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供する施設として、介護付きホーム

の整備を行う。 

【定量的な目標値】 

・介護付きホーム 

 （事業所数）     ０カ所 → ４カ所 

 （床数）        ０床 → １１６床 

・介護予防拠点 

 （事業所数）     ０カ所 → ０カ所（整備数） 

 

２．計画期間 

平成３０年４月～令和６年３月 

 

 

(4) 目標の達成状況 

※ 本項目については、令和６年度以降に記載する。  

 

２．事業の評価方法  
(1) 関係者からの意見聴取の方法 

（介護施設等整備分） 

〇平成３０年度事業分 

平成２９年１０月～  全市町村に対する平成３０年度基金事業に係る照会 

平成３０年８月２０日 県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

平成３０年８月３０日 県医師会と協議 

 

○令和元年度事業分 

平成３０年１０月～  全市町村に対する平成３０年度基金事業に係る照会 

令和元年９月６日   県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

令和元年９月１９日  県医師会と協議 

 

○令和２年度事業分 

令和元年１０月～   全市町村に対する令和２年度基金事業に係る照会 

令和２年１２月１６日 県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

令和２年１２月１７日 県医師会と協議 

 

○令和３年度事業分 

令和２年９月～    全市町村に対する令和３年度基金事業に係る照会 

令和４年１月１４日  県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

令和４年１月１４日  県医師会と協議 
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○令和４年度事業分 

令和３年９月～    全市町村に対する令和４年度基金事業に係る照会 

令和４年１２月２２日 県医師会と協議 

令和５年１月２４日  県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

 

○令和５年度事業分 

令和４年９月～    全市町村に対する令和５年度基金事業に係る照会 

令和５年５月１８日  県医師会と協議 

令和６年１月２２日  県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

 

 

(2) 事後評価の方法 

 

（介護施設等整備分） 

福岡県社会福祉審議会老人福祉専門分科会に、目標の達成状況や事業の実施状況を報

告し、意見を聞きながら評価を行い、必要に応じて見直しを行うことなどにより、計画

を推進していくこととする。 

 

３．計画に基づき実施する事業 

(1) 事業の内容等 

都道府県 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事 業 名 
【No.○】福岡県介護施設等整備事業 【総事業費】 

630,372千円 

事業の対象となる
医療介護総合確保

区域 
全区域 

事業の実施主体 県、市町村 

事業の目標 

〇 介護サービスの供給体制の確保や地域包括ケアシステムの構築に向

けて、県の介護保険事業支援計画等において予定している地域密着型

サービス等の介護基盤の整備を行う。 

・介護予防拠点 

 （事業所数）      ２カ所 → ５カ所（整備数） 

・介護付きホーム 

 （事業所数）     １８カ所 → ２２カ所 

 （床数）       ３９６床 → ５１２床 

・介護療養病床転換   ４４９床 → １，４３２床 

※ 上記整備目標値には当事業による整備費補助のないものを含む 
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事業の期間 平成 30年４月～令和６年３月 

事業の内容 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 介護予防拠点               ３カ所 

 介護付きホーム             １１６床（４カ所） 

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

③介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備に要する

経費に対して支援を行う。 

事 業 に

要 す る

費 用 の

額 

事業内容 
総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 
（注１） 

基   金 その他 
（Ｃ） 
（注２） 国（Ａ） 都道府県(Ｂ) 

①地域密着型サービ

ス施設等の整備 

(千円) 

 

(千円) 

254,205 

(千円) 

127,103 

(千円) 

 

②施設等の開設・設

置に必要な準備経費 

(千円) 

 

(千円) 

83,732 

(千円) 

41,867 

(千円) 

 

③介護療養型医療施

設等の介護老人保健

施設等への転換整備 

(千円) 

 

(千円) 

82,310 

(千円) 

41,155 

(千円) 

 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋

Ｃ） 
(千円) 

 

基金充当額 

（国費）に 

おける公民 

の別 
（注３） 

（注４） 

 

公 (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

420,247 

都道府県
（Ｂ） 

(千円) 

210,125 

 

 

民 

うち受託事業

等（再掲） 

(千円) 

 
計（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

630,372 

その他（Ｃ） 
(千円) 

 

備考

（注５） 

平成 30年度 34,498千円    令和３年度      0千円 

令和元年度 170,405千円    令和４年度   30,000千円 

令和２年度  14,161千円    令和５年度  381,308千円 

（注１）事業者が未定等のため、総事業費が不明の場合は、記載を要しない。 

（注２）事業者が未定で、事業者負担額が不明の場合は、記載を要しない。 

（注３）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注４）指定管理者制度の活用など設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金

充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。 

（注５）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 

 

(2) 事業の実施状況 

※ 本項目については、令和６年度以降に記載する。 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

医療介護総合確保促進法に基づく 

令和元年度福岡県計画 

（第４回変更） 

※介護施設等の整備に関する事業分 

 

 

 

 
令和６年２月 

 

 

福   岡   県 
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１．計画の基本的事項  
(1) 計画の基本的な考え方 

○ 団塊の世代が全て 75歳以上となる令和 7年（2025年）に向けて、病床の機能分化・

連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・勤務環境の改善等、「効率的

かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題

となっている。 

○ 本県においても、高齢化率（65 歳以上人口割合）は、2010 年（平成 22 年）には

22.3％であったが、2015年（平成 27年）には 26.4％、2020年（令和２年）には 29.1％、

2025 年（令和７年）以降は 30％を超えると予測されており、生活習慣病など慢性疾

患の増加に伴い、療養や介護も長期化していくことが見込まれている。 

○ このような中、県民誰もが高齢者となっても住み慣れた地域で安心して生活するた

めには、効率的で質の高い医療提供体制と、医療、介護、予防、住まい、生活支援と

いったサービスを切れ目なく一体的に提供できる地域包括ケアシステムを早急に構

築していくことが求められている。 

○ 県では、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年

法律第 64号）に基づき、平成 26年度の県計画を策定するとともに、新たに地域医療

介護総合確保基金（以下「基金」という。）を設置し、当該基金を活用して、医療分野

における取組を強化したところである。 

○ 具体的には、 

① 「病床の機能分化・連携」を進めるための基盤整備として、福岡県医師会が行う

診療情報ネットワークの整備への支援 等 

② 「在宅医療の充実」を図る観点から、在宅医療推進の拠点機能の強化として相談

員の配置や訪問診療に必要な医療機器の整備 等 

③ 「医療従事者の確保・養成」を図る観点から、研修を強化するほか、医療機関が

取り組む勤務環境改善への支援や、離職した看護師等の就労相談窓口の拡充 等 

の取組を進めたところである。 

○ 平成 27 年度以降も、引き続き、効率的で質の高い医療提供体制の構築に向け、医

療分野の事業に取り組むとともに、介護分野も基金の対象となることから、 

① 介護サービスを十分に供給できるよう、介護予防の拠点から特別養護老人ホーム

等の入所施設まで、介護基盤の計画的な整備 

② 地域包括ケアシステムを支える介護・福祉サービスに従事する人材の養成と確

保・定着、資質の向上 

③ 介護は必要としなくても自立した生活に不安のある高齢者に対する介護予防や

生活支援といったサービスの一体的な提供 等 

の取組を進め、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進していく必要があ

る。 

○ これらの取組について、基金を活用し、医療及び介護の関係者が共通の認識に立ち、

適切な目標設定の下、実効性ある事業を展開していくため、本計画を策定するもので

ある。 
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 (2) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

 

福岡県における医療介護総合確保区域については、福岡・糸島、粕屋、宗像、筑紫、

朝倉、久留米、八女・筑後、有明、飯塚、直方・鞍手、田川、北九州、京築の 13区域と

する。 

☑２次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 

□２次医療圏及び老人福祉圏域と異なる 

（異なる理由：                     ） 

 

 

(3) 計画の目標の設定等 

■福岡県全体 

 

１．目標 

福岡県においては、超高齢社会を迎えるにあたっても、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を構築し、県民生活の「安定」、「安全」、

「安心」を向上させることを目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和元年～令和５年度分） 

○ 介護サービスの供給体制の確保や地域包括ケアシステムの構築に向けて、県の

介護保険事業支援計画において予定している地域密着型サービス等の介護基盤

の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）      ９０カ所 → ９９カ所 

 （床数）      ２，３６３床 → ２，６２６床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）     ６７７カ所 → ６９２カ所 

 （床数）     １０，２１１床 → １０，３６９床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）     ２７９カ所 → ２９０カ所 

 （利用者数） ４，７５５人／月分 → ５，１６８人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）     ２０１カ所 → ２０３カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）      ５３カ所 → ６８カ所 

 （利用者数） １，１００人／月分 → ２，８１２人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 
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 （事業所数）      ２７カ所 → ３２カ所 

 （利用者数）   ４７３人／月分 → ９８７人／月分 

・介護予防拠点 

（事業所数）       ０カ所 → ２カ所 

・介護付きホーム 

 （事業所数）      １８カ所 → ２２カ所 

 （床数）        ３９６床 → ５１２床 

・訪問看護ステーション 

 （大規模化）        ０カ所 → １６カ所 

 （サテライト事業所）   ０カ所 → １３カ所 

 

２．計画期間 

平成３１年４月～令和６年３月 

 

■福岡・糸島区域 

 

１．目標 

福岡・糸島区域は、政令指定都市である福岡市及び糸島市の２市から構成されてお

り、令和５年４月１日現在、圏域人口は 1,685,860人、高齢者人口は 383,146 人、高

齢化率 22.7％となっている。 

県内最大の人口を擁し、高齢化率は県平均（28.0％）と比較し低いものの、今後、

急激な高齢化が見込まれていることから、県民が住み慣れた地域で生活しながら適切

な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。このため、以下を

目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和元年～令和５年度分） 

○ 県内最大の都市部であり、将来の高齢者数の動向なども踏まえた、バランスの

とれた介護基盤の整備が求められている。 

○ このため、地域包括ケアシステムの構築に向けて、認知症高齢者グループホー

ムや小規模多機能型居宅介護事業所等の多様な施設の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）      ２４カ所 → ２９カ所 

 （床数）        ６３３床 → ７８０床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）     １４０カ所 → １４１カ所 

 （床数）      ２，２５９床 → ２，２６６床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 
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 （事業所数）      ５８カ所 → ６０カ所 

 （利用者数）   ８４８人／月分 → １，０２５人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）      ６２カ所 → ６２カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）      １２カ所 → １７カ所 

 （利用者数）   ２８６人／月分 → ８０３人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ６カ所 → ７カ所 

 （利用者数）    ７０人／月分 → ２４０人／月分 

・介護付きホーム 

 （事業所数）       ２カ所 → ３カ所 

 （床数）         ４７床 → ７６床 

・訪問看護ステーション 

 （大規模化）        ３カ所 → ８カ所 

 （サテライト事業所）   ５カ所 → ５カ所 

 

２．計画期間 

平成３１年４月～令和６年３月 

 

■粕屋区域 

 

１．目標 

粕屋区域は、古賀市並びに糟屋郡宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山

町及び粕屋町の１市７町から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は

294,526人、高齢者人口は 71,475 人、高齢化率 24.3％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し低いものの、今後、高齢化が見込まれている

ことから、県民が住み慣れた地域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制

を早急に構築していく必要がある。このため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和元年～令和５年度分） 

○ 特別養護老人ホームの待機者の解消や、今後重要性が増すと考えられる在宅で

の医療ニーズへの対応等が課題となっている。 

○ このため、訪問看護ステーション等の整備を行う。 

  

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （床数）         ７８床 → ７８床 
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・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      １９カ所 → １９カ所 

 （床数）        ３４２床 → ３４２床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ７カ所 → ７カ所 

 （利用者数）    ８８人／月分 → １３９人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）       ８カ所 → ８カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （利用者数）    １９人／月分 → ５８人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ２カ所 → ２カ所 

 （利用者数）    １２人／月分 → ８１人／月分 

・訪問看護ステーション 

 （大規模化）        ０カ所 → １カ所 

 

２．計画期間 

平成３１年４月～令和６年３月 

 

■宗像区域 

 

１．目標 

宗像区域は、宗像市及び福津市の２市から構成されており、令和５年４月１日現在、

圏域人口は 165,330人、高齢者人口は 48,365 人、高齢化率 29.3％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較しやや高くなっており、県民が住み慣れた地域

で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要があ

る。このため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和元年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応等が課題となっている。 

○ このため、認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所等の

整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （床数）         ８７床 → ８７床 
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・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      １２カ所 → １４カ所 

 （床数）        １９８床 → ２２５床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ７カ所 → ８カ所 

 （利用者数）   １４６人／月分 → １５５人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）       ５カ所 → ５カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → ２カ所 

 （利用者数）    １８人／月分 → ７５人／月分 

・介護予防拠点 

（事業所数）       ０カ所 → １カ所 

・介護付きホーム 

 （事業所数）       ０カ所 → １カ所 

 （床数）          ０床 → ２９床 

・訪問看護ステーション 

 （大規模化）       ０カ所 → １カ所 

 

２．計画期間 

平成３１年４月～令和６年３月 

 

■筑紫区域 

 

１．目標 

筑紫区域は、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市及び那珂川市の５市から構成

されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は 442,404人、高齢者人口は 109,068

人、高齢化率 24.7％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し低いものの、今後、高齢化が見込まれている

ことから、県民が住み慣れた地域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制

を早急に構築していく必要がある。このため、以下を目標とする。 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標（令和元年～令和５年度分） 

○ 特別養護老人ホームの待機者の解消や、認知症高齢者の増加への対応等が課題

となっている。 

○ このため、地域密着型特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホーム等の

整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 
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・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       ４カ所 → ５カ所 

 （床数）         ９６床 → １２５床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ３４カ所 → ３５カ所 

 （床数）        ４７４床 → ５０７床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      １８カ所 → １８カ所 

 （利用者数）   ３４６人／月分 → ３９０人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）      １４カ所 → １４カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → ３カ所 

 （利用者数）    ２０人／月分 → １５２人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → ３カ所 

 （利用者数）    ２０人／月分 → ４６人／月分 

・介護付きホーム 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

 （床数）        １０２床 → １０２床 

・訪問看護ステーション 

 （大規模化）        １カ所 → １カ所 

 

２．計画期間 

平成３１年４月～令和６年３月 

 

■朝倉区域 

 

１．目標 

朝倉区域は、朝倉市並びに朝倉郡筑前町及び東峰村の１市１町１村から構成されて

おり、令和５年４月１日現在、圏域人口は 82,854人、高齢者人口は 28,171人、高齢

化率 34.0％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和元年～令和５年度分） 

○ 今後重要性が増すと考えられる在宅での医療ニーズへの対応等が課題となっ

ている。 
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○ このため、訪問看護ステーション等の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）       ８カ所 → ８カ所 

 （床数）        １２６床 → １２６床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

 （利用者数）    ４２人／月分 → ７７人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）       ５カ所 → ５カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （利用者数）     ２人／月分 → ３８人／月分 

・訪問看護ステーション 

 （大規模化）        ０カ所 → １カ所 

 （サテライト事業所）   ０カ所 → １カ所 

 

２．計画期間 

平成３１年４月～令和６年３月 

 

■久留米区域 

 

１．目標 

久留米区域は、久留米市、大川市、小郡市及びうきは市並びに三井郡大刀洗町及び

三潴郡大木町の４市２町から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は

451,020人、高齢者人口は 131,292人、高齢化率 29.1％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）より高くなっており、今後、高齢化が見込まれている

ことから、県民が住み慣れた地域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制

を早急に構築していく必要がある。このため、以下を目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和元年～令和５年度分） 

○ 特別養護老人ホームの待機者の解消や、認知症高齢者の増加への対応等が課題

となっている。 

○ このため、認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所等の

整備を行う。 

  

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 
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 （事業所数）      ２０カ所 → ２０カ所 

 （床数）        ５３７床 → ５３７床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ８３カ所 → ８５カ所 

 （床数）      １，３８３床 → １，４０１床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      ５２カ所 → ５４カ所 

 （利用者数）   ９６３人／月分 → ９８２人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）      １７カ所 → １９カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）      １１カ所 → １２カ所 

 （利用者数）   １５４人／月分 → ４１７人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      １１カ所 → １１カ所 

 （利用者数）   ２６４人／月分 → ３３９人／月分 

・訪問看護ステーション 

 （大規模化）        ０カ所 → ２カ所 

 （サテライト事業所）   ０カ所 → １カ所 

 

２．計画期間 

平成３１年４月～令和６年３月 

 

■八女・筑後区域 

 

１．目標 

八女・筑後区域は、八女市及び筑後市並びに八女郡広川町の２市１町から構成され

ており、令和５年４月１日現在、圏域人口は 129,250 人、高齢者人口は 41,550 人、

高齢化率 32.1％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和元年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応等が課題となっている。 

○ このため、認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所等の

整備を行う。 
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【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （床数）         ２９床 → ２９床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ２５カ所 → ２６カ所 

 （床数）        ３７８床 → ４０５床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      １０カ所 → １２カ所 

 （利用者数）   １８９人／月分 → ２５３人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）       ８カ所 → ８カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

 （利用者数）    ９３人／月分 → １２２人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （利用者数）    ２２人／月分 → ２５人／月分 

 

２．計画期間 

平成３１年４月～令和６年３月 

 

■有明区域 

 

１．目標 

有明区域は、大牟田市、柳川市及びみやま市の３市から構成されており、令和５年

４月１日現在、圏域人口は 205,633人、高齢者人口は 76,092 人、高齢化率 37.0％と

なっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較しかなり高くなっており、県民が住み慣れた地

域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要があ

る。このため、以下を目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和元年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応等が課題となっている。 

○ このため、認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所等の

整備を行う。 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 
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 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （床数）         ４６床 → ４６床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ３７カ所 → ３９カ所 

 （床数）        ４９５床 → ５００床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      ３４カ所 → ３６カ所 

 （利用者数）   ６１５人／月分 → ６１５人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）       ８カ所 → ８カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ２カ所 → ４カ所 

 （利用者数）    １９人／月分 → ５０人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ０カ所 → １カ所 

 （利用者数）     ３人／月分 → ６４人／月分 

・介護予防拠点 

（事業所数）       ０カ所 → １カ所 

・介護付きホーム 

 （事業所数）       ５カ所 → ５カ所 

 （床数）         ８５床 → ８５床 

 

２．計画期間 

平成３１年４月～令和６年３月 

 

■飯塚区域 

 

１．目標 

飯塚区域は、飯塚市及び嘉麻市並びに嘉穂郡桂川町の２市１町から構成されてお

り、令和５年４月１日現在、圏域人口は 173,432 人、高齢者人口は 59,295 人、高齢

化率 34.2％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和元年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応等が課題となっている。 

○ このため、認知症高齢者グループホーム等の整備を行う。 
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【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

 （床数）         ９８床 → ９８床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ３３カ所 → ３６カ所 

 （床数）        ４１２床 → ４３５床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ７カ所 → ７カ所 

 （利用者数）   １１０人／月分 → １２１人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）      １２カ所 → １２カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （利用者数）    ７６人／月分 → １３２人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （利用者数）    １４人／月分 → ８２人／月分 

・介護付きホーム 

 （事業所数）       ５カ所 → ５カ所 

 （床数）        １０４床 → １０４床 

・訪問看護ステーション 

 （サテライト事業所）   ０カ所 → １カ所 

 

２．計画期間 

平成３１年４月～令和６年３月 

 

■直方・鞍手区域 

 

１．目標 

直方・鞍手区域は、直方市及び宮若市並びに鞍手郡小竹町及び鞍手町の２市２町か

ら構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は 104,275 人、高齢者人口は

36,939 人、高齢化率 35.4％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較しかなり高くなっており、県民が住み慣れた地

域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要があ

る。このため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和元年～令和５年度分） 
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○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

 

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ３５カ所 → ３５カ所 

 （床数）        ４５０床 → ４５０床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

 （利用者数）    ４９人／月分 → ４９人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （利用者数）    ２３人／月分 → ５７人／月分 

 

２．計画期間 

平成３１年４月～令和６年３月 

 

■田川区域 

 

１．目標 

田川区域は、田川市並びに田川郡香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村

及び福智町の１市６町１村から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は

118,051人、高齢者人口は 44,191 人、高齢化率 37.4％となっている。 

高齢化率は県内で最も高くなっており、県民が住み慣れた地域で生活しながら適切

な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。このため、以下を

目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和元年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

 

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ５３カ所 → ５３カ所 

 （床数）        ８０１床 → ８０１床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      １１カ所 → １１カ所 
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 （利用者数）   １６８人／月分 → １７０人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）       ８カ所 → ８カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ２カ所 → ２カ所 

 （利用者数）    ７０人／月分 → ７０人／月分 

・介護付きホーム 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （床数）         ２９床 → ２９床 

 

２．計画期間 

平成３１年４月～令和６年３月 

 

■北九州区域 

 

１．目標 

北九州区域は、政令指定都市である北九州市及び中間市並びに遠賀郡芦屋町、水巻

町、岡垣町及び遠賀町の２市４町から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域

人口は 1,054,928人、高齢者人口は 335,625人、高齢化率 31.8％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和元年～令和５年度分） 

○ 政令市を含め都市部が多く、将来の高齢者数の動向なども踏まえた、バランス

のとれた介護基盤の整備が求められている。 

○ このため、地域密着型特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホーム等、

多様な施設の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）      ２５カ所 → ２８カ所 

 （床数）        ６８１床 → ７６８床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）     １６８カ所 → １７０カ所 

 （床数）      ２，５１６床 → ２，５２５床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      ５５カ所 → ５６カ所 

 （利用者数）   ９７５人／月分 → ９７５人／月分 
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・地域包括支援センター 

 （事業所数）      ３６カ所 → ３６カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）      １４カ所 → １７カ所 

 （利用者数）   ３１８人／月分 → ８０４人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ３カ所 → ４カ所 

 （利用者数）    ４０人／月分 → １１０人／月分 

・介護付きホーム 

 （事業所数）       ０カ所 → ３カ所 

 （床数）          ０床 → ８７床 

・訪問看護ステーション 

 （大規模化）        ０カ所 → １カ所 

 （サテライト事業所）   ０カ所 → ５カ所 

 

２．計画期間 

平成３１年４月～令和６年３月 

 

■京築区域 

 

１．目標 

京築区域は、行橋市及び豊前市、京都郡苅田町及びみやこ町並びに築上郡吉富町、

上毛町及び築上町の２市５町から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口

は 183,378 人、高齢者人口は 59,238人、高齢化率 32.3％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和元年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応等が課題となっている。 

○ このため、認知症高齢者グループホームや定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （床数）         ７８床 → ７８床 

・認知症高齢者グループホーム 
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 （事業所数）      ３０カ所 → ３１カ所 

 （床数）        ３７７床 → ３８６床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      １２カ所 → １３カ所 

 （利用者数）   ２１６人／月分 → ２１７人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）      １４カ所 → １４カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ０カ所 → １カ所 

 （利用者数）     ２人／月分 → ３４人／月分 

・訪問看護ステーション 

 （大規模化）        ０カ所 → １カ所 

 

２．計画期間 

平成３１年４月～令和６年３月 

 

 

(4) 目標の達成状況 

※ 本項目については、令和６年度以降に記載する。 

 

２．事業の評価方法
 

(1) 関係者からの意見聴取の方法 

 

（介護施設等整備分） 

○令和元年度事業分 

平成３０年１０月～  全市町村に対する平成３０年度基金事業に係る照会 

令和元年９月６日   県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

令和元年９月１９日  県医師会と協議 

 

○令和２年度事業分 

令和元年１０月～   全市町村に対する令和２年度基金事業に係る照会 

令和２年１２月１６日 県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

令和２年１２月１７日 県医師会と協議 

 

○令和３年度事業分 

令和２年９月～    全市町村に対する令和３年度基金事業に係る照会 

令和４年１月１４日  県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 
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令和４年１月１４日  県医師会と協議 

 

○令和４年度事業分 

令和３年９月～    全市町村に対する令和４年度基金事業に係る照会 

令和４年１２月２２日 県医師会と協議 

令和５年１月２４日  県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

 

○令和５年度事業分 

令和４年９月～    全市町村に対する令和５年度基金事業に係る照会 

令和５年５月１８日  県医師会と協議 

令和６年１月２２日  県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

 

(2) 事後評価の方法 

 

（介護施設等整備分） 

福岡県社会福祉審議会老人福祉専門分科会に、目標の達成状況や事業の実施状況を報

告し、意見を聞きながら評価を行い、必要に応じて見直しを行うことなどにより、計画

を推進していくこととする。 

 

 

３．計画に基づき実施する事業 

(1) 事業の内容等 

都道府県 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事 業 名 【No.○】福岡県介護施設等整備事業 【総事業費】  

1,309,233千円 

事業の対象 
となる医療 
介護総合 
確保区域 

全区域 

事 業 の 
実施主体 県、市町村 

 
事業の目標 

〇 介護サービスの供給体制の確保や地域包括ケアシステムの構築に向けて、

県の介護保険事業支援計画等において予定している地域密着型サービス等の

介護基盤の整備を行う。 

・地域密着型特別養護老人ホーム 2,363床（90カ所）  

→ 2,626床（99カ所） 

・認知症高齢者グループホーム 10,211床（677カ所） 
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→ 10,369床（692カ所） 

・小規模多機能型居宅介護事業所 4,755人／月分（279カ所） 

→5,168人／月分（290カ所） 

・地域包括支援センター      201カ所 → 203カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1,100人／月分（53カ所） 

→2,812人／月分（68カ所） 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所        473人／月分（27カ所） 

→987人／月分（32カ所） 

・介護予防拠点            ０カ所 →２カ所（整備数） 

・介護付きホーム             396床（18カ所）  

→ 512床（22カ所） 

・訪問看護ステーション 

  （大規模化）           ０カ所 → 16カ所（整備数） 

  （サテライト事業所）       ０カ所 → 13カ所（整備数） 

※ 上記整備目標値には当事業による整備費補助のないものを含む 

事業の期間 平成３１年４月～令和６年３月 

事業の内容 ① 地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

地域密着型特別養護老人ホーム      ２６３床（９カ所） 

認知症高齢者グループホーム       １５カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所      １１カ所 

 地域包括支援センター            ２カ所 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 １５カ所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所     ５カ所 

介護予防拠点               ２カ所 

介護付きホーム              ４カ所 

 訪問看護ステーション（大規模化）    １６カ所 

訪問看護ステーション（サテライト事業所）１３カ所 

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

③新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、簡易陰圧装置の設置、ゾーニン

グ環境等の整備、多床室の個室化を行う。 

④介護人材（外国人を含む。）を確保するため、介護施設等の事業者が当該介

護施設に勤務する職員の宿舎を整備するための費用の支援を行う。 
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（注１）事業者が未定等のため、総事業費が不明の場合は、記載を要しない。 

（注２）事業者が未定で、事業者負担額が不明の場合は、記載を要しない。 

（注３）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注４）指定管理者制度の活用など設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金

充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。 

（注５）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 

 

(2) 事業の実施状況 

※ 本項目については、令和６年度以降に記載する。 

 

 

事業に要す 

る費用の額 
事業内容 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

（注１） 

基金 その他 
（Ｃ） 
（注２） 国（Ａ） 都道府県(Ｂ) 

①地域密着型サー

ビス施設等の整備 

(千円) 

 

(千円) 

489,249 

(千円) 

244,625 

(千円) 

 

②施設等の開設・

設置に必要な準備

経費 

(千円) 

 

(千円) 

173,860 

(千円) 

86,930 

(千円) 

 

③介護施設等にお

ける新型コロナウ

イルス感染症防止

対策 

(千円) 

 

(千円) 

170,310 

(千円) 

85,157 

(千円) 

 

④介護職員の宿舎

整備 

(千円) 

 

(千円) 

39,401 

(千円) 

19,701 

(千円) 

 

  

 

金 

 

 

 

 

額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

 

基金充当額 

（国費）に

おける公民

の別 
（注３） 

（注４） 

公 

(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

872,820 

都道府県
（Ｂ） 

(千円) 

436,412 

民 うち受託事業

等（再掲） 

(千円) 

 
計（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

1,309,233 

その他（Ｃ） 
(千円) 

 

 

備  考 

（注５） 

令和元年度  232,093千円         令和５年度  684,249千円 

令和２年度  364,962千円 

令和３年度   27,929千円 

令和４年度     0千円 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

医療介護総合確保促進法に基づく 

令和２年度福岡県計画 

（第３回変更） 

※介護施設等の整備に関する事業分 

 

 

 

 
令和６年２月 

 

 

福   岡   県 
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１．計画の基本的事項  
(1) 計画の基本的な考え方 

○ 団塊の世代が全て 75歳以上となる令和 7年（2025年）に向けて、病床の機能分化・

連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・勤務環境の改善等、「効率的

かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題

となっている。 

○ 本県においても、高齢化率（65 歳以上人口割合）は、2010 年（平成 22 年）には

22.3％であったが、2015年（平成 27年）には 26.4％、2020年（令和２年）には 29.1％、

2025 年（令和７年）以降は 30％を超えると予測されており、生活習慣病など慢性疾

患の増加に伴い、療養や介護も長期化していくことが見込まれている。 

○ このような中、県民誰もが高齢者となっても住み慣れた地域で安心して生活するた

めには、効率的で質の高い医療提供体制と、医療、介護、予防、住まい、生活支援と

いったサービスを切れ目なく一体的に提供できる地域包括ケアシステムを早急に構

築していくことが求められている。 

○ 県では、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年

法律第 64号）に基づき、平成 26年度の県計画を策定するとともに、新たに地域医療

介護総合確保基金（以下「基金」という。）を設置し、当該基金を活用して、医療分野

における取組を強化したところである。 

○ 具体的には、 

① 「病床の機能分化・連携」を進めるための基盤整備として、福岡県医師会が行う

診療情報ネットワークの整備への支援 等 

② 「在宅医療の充実」を図る観点から、在宅医療推進の拠点機能の強化として相談

員の配置や訪問診療に必要な医療機器の整備 等 

③ 「医療従事者の確保・養成」を図る観点から、研修を強化するほか、医療機関が

取り組む勤務環境改善への支援や、離職した看護師等の就労相談窓口の拡充 等 

の取組を進めたところである。 

○ 平成 27 年度以降も、引き続き、効率的で質の高い医療提供体制の構築に向け、医

療分野の事業に取り組むとともに、介護分野も基金の対象となることから、 

① 介護サービスを十分に供給できるよう、介護予防の拠点から特別養護老人ホーム

等の入所施設まで、介護基盤の計画的な整備 

② 地域包括ケアシステムを支える介護・福祉サービスに従事する人材の養成と確

保・定着、資質の向上 

③ 介護は必要としなくても自立した生活に不安のある高齢者に対する介護予防や

生活支援といったサービスの一体的な提供 等 

の取組を進め、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進していく必要があ

る。 

○ これらの取組について、基金を活用し、医療及び介護の関係者が共通の認識に立ち、

適切な目標設定の下、実効性ある事業を展開していくため、本計画を策定するもので

ある。 
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 (2) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

 

福岡県における医療介護総合確保区域については、福岡・糸島、粕屋、宗像、筑紫、

朝倉、久留米、八女・筑後、有明、飯塚、直方・鞍手、田川、北九州、京築の 13区域と

する。 

☑２次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 

□２次医療圏及び老人福祉圏域と異なる 

（異なる理由：                     ） 

 

 

(3) 計画の目標の設定等 

 

■福岡県全体 

 

１．目標 

福岡県においては、超高齢社会を迎えるにあたっても、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を構築し、県民生活の「安定」、「安全」、

「安心」を向上させることを目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和２年～令和５年度分） 

○ 介護サービスの供給体制の確保や地域包括ケアシステムの構築に向けて、県の

介護保険事業支援計画において予定している地域密着型サービス等の介護基盤

の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）      ９２カ所 → ９９カ所 

 （床数）      ２，４２１床 → ２，６２６床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）     ６７２カ所 → ７０８カ所 

 （床数）     １０，１１４床 → １０，６４８床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）     ２７９カ所 → ３０５カ所 

 （利用者数） ４，７５５人／月分 → ５，１５０人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）     １２２カ所 → １４４カ所 

 （利用回数）２２，０７２人／月分 → ２２，７８７人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）     ２１２カ所 → ２１３カ所 
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・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）      ５７カ所 → ８１カ所 

 （利用者数） １，１００人／月分 → ２，８１２人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      ２９カ所 → ４１カ所 

 （利用者数）   ４７３人／月分 → １，０１６人／月分 

・介護予防拠点 

（事業所数）       ０カ所 → １カ所 

・介護付きホーム 

 （事業所数）      １８カ所 → ２２カ所 

 （床数）        ３９６床 → ５１２床 

・訪問看護ステーション 

 （大規模化）       ０カ所 → ４カ所 

 （サテライト事業所）   ０カ所 → ２カ所 

 

２．計画期間 

令和２年４月～令和６年３月 

 

 

■福岡・糸島区域 

 

１．目標 

福岡・糸島区域は、政令指定都市である福岡市及び糸島市の２市から構成されてお

り、令和５年４月１日現在、圏域人口は 1,685,860人、高齢者人口は 383,146 人、高

齢化率 22.7％となっている。 

県内最大の人口を擁し、高齢化率は県平均（28.0％）と比較し低いものの、今後、

急激な高齢化が見込まれていることから、県民が住み慣れた地域で生活しながら適切

な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。このため、以下を

目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和２年～令和５年度分） 

○ 県内一番の都市部であり、将来の高齢者数の動向なども踏まえた、バランスの

とれた介護基盤の整備が求められている。 

○ このため、地域包括ケアシステムの構築に向けて、小規模多機能型居宅介護事

業所や定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等の多様な施設の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）      ２５カ所 → ３０カ所 
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 （床数）        ６６２床 → ８０９床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）     １３７カ所 → １４７カ所 

 （床数）      ２，１８７床 → ２，３５６床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      ５７カ所 → ６０カ所 

 （利用者数）   ８４８人／月分 → １，０２５人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）      ２１カ所 → ２８カ所 

 （利用回数） ３，０７８人／月分 → ３，７６４人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）      ６３カ所 → ６３カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）      １４カ所 → ２１カ所 

 （利用者数）   ２８６人／月分 → ８０３人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ６カ所 → ９カ所 

 （利用者数）    ７０人／月分 → ２４０人／月分 

・介護付きホーム 

 （事業所数）       ２カ所 → ３カ所 

 （床数）         ４７床 → ７６床 

・訪問看護ステーション 

 （大規模化）       ０カ所 → ２カ所 

 

２．計画期間 

令和２年４月～令和６年３月 

 

■粕屋区域 

 

１．目標 

粕屋区域は、古賀市並びに糟屋郡宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山

町及び粕屋町の１市７町から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は

294,526人、高齢者人口は 71,475 人、高齢化率 24.3％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し低いものの、今後、高齢化が見込まれている

ことから、県民が住み慣れた地域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制

を早急に構築していく必要がある。このため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和２年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療
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ニーズへの対応が課題となっている。 

○ このため、小規模多機能型居宅介護事業所等の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （床数）         ７８床 → ７８床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      １９カ所 → １９カ所 

 （床数）        ３５１床 → ３５１床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ５カ所 → ７カ所 

 （利用者数）    ８８人／月分 → １３９人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （利用回数）   ３８２回／月分 → ３８２回／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）       ８カ所 → ８カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → ２カ所 

 （利用者数）    １９人／月分 → ５８人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ２カ所 → ２カ所 

 （利用者数）    １２人／月分 → ８１人／月分 

・訪問看護ステーション 

 （大規模化）       ０カ所 → １カ所 

 

２．計画期間 

令和２年４月～令和６年３月 

 

 

■宗像区域 

 

１．目標 

宗像区域は、宗像市及び福津市の２市から構成されており、令和５年４月１日現在、

圏域人口は 165,330人、高齢者人口は 48,365 人、高齢化率 29.3％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）よりやや高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 
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③ 介護施設等の整備に関する目標（令和２年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

○ このため、認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所等の

整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （床数）         ８７床 → ８７床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      １２カ所 → １５カ所 

 （床数）        １９８床 → ２４３床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ７カ所 → ８カ所 

 （利用者数）   １４６人／月分 → １５５人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）       ４カ所 → ５カ所 

 （利用回数）   ９１６人／月分 → ９１６人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）       ８カ所 → ８カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → ２カ所 

 （利用者数）    １８人／月分 → ７５人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ０カ所 → １カ所 

 （利用者数）     ０人／月分 → ２９人／月分 

・介護付きホーム 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （床数）         ２９床 → ２９床 

 

２．計画期間 

令和２年４月～令和６年３月 

 

 

■筑紫区域 

 

１．目標 
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筑紫区域は、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市及び那珂川市の５市から構成

されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は 442,404人、高齢者人口は 109,068

人、高齢化率 24.7％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し低いものの、今後、高齢化が見込まれている

ことから、県民が住み慣れた地域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制

を早急に構築していく必要がある。このため、以下を目標とする。 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標（令和２年～令和５年度分） 

○ 特別養護老人ホームの待機者の解消や、認知症高齢者の増加への対応等が課題

となっている。 

○ このため、認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所等の

整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       ５カ所 → ５カ所 

 （床数）        １２５床 → １２５床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ３４カ所 → ３６カ所 

 （床数）        ４７４床 → ５２５床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      １９カ所 → ２３カ所 

 （利用者数）   ３４６人／月分 → ３９０人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）       ６カ所 → ８カ所 

 （利用回数） １，０６１人／月分 → １，０６１人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）      １５カ所 → １６カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ２カ所 → ８カ所 

 （利用者数）    ２０人／月分 → １５２人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → ３カ所 

 （利用者数）    ２０人／月分 → ４６人／月分 

・介護付きホーム 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

 （床数）        １０２床 → １０２床 

 

２．計画期間 



8 

 

令和２年４月～令和６年３月 

 

 

■朝倉区域 

 

１．目標 

朝倉区域は、朝倉市並びに朝倉郡筑前町及び東峰村の１市１町１村から構成されて

おり、令和５年４月１日現在、圏域人口は 82,854人、高齢者人口は 28,171人、高齢

化率 34.0％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和２年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応等が課題となっている。 

○ このため、認知症対応型デイサービスセンター等の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）       ８カ所 → ８カ所 

 （床数）        １２３床 → １２６床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

 （利用者数）    ４２人／月分 → ７７人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）       １カ所 → ３カ所 

 （利用回数）   ６６６回／月分 → ６６６回／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）       ５カ所 → ５カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （利用者数）     ２人／月分 → ３８人／月分 

 

２．計画期間 

令和２年４月～令和６年３月 

 

 

■久留米区域 
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１．目標 

久留米区域は、久留米市、大川市、小郡市及びうきは市並びに三井郡大刀洗町及び

三潴郡大木町の４市２町から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は

451,020人、高齢者人口は 131,292人、高齢化率 29.1％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）よりやや高くなっており、今後、高齢化が見込まれて

いることから、県民が住み慣れた地域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる

体制を早急に構築していく必要がある。このため、以下を目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和２年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

○ このため、認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所等の

整備を行う。 

  

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）      ２０カ所 → ２０カ所 

 （床数）        ５３７床 → ５３７床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ８３カ所 → ８５カ所 

 （床数）      １，３８３床 → １，４０１床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      ５２カ所 → ５５カ所 

 （利用者数）   ９６３人／月分 → ９８２人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）      １７カ所 → １９カ所 

 （利用回数） １，９０２回／月分 → １，９０２回／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）      ２２カ所 → ２２カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）      １１カ所 → １１カ所 

 （利用者数）   １５４人／月分 → ４１７人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      １３カ所 → １３カ所 

 （利用者数）   ２６４人／月分 → ３３９人／月分 

 

２．計画期間  

令和２年４月～令和６年３月 
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■八女・筑後区域 

 

１．目標 

八女・筑後区域は、八女市及び筑後市並びに八女郡広川町の２市１町から構成され

ており、令和５年４月１日現在、圏域人口は 129,250 人、高齢者人口は 41,550 人、

高齢化率 32.1％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）より高くなっており、県民が住み慣れた地域で生活し

ながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。このた

め、以下を目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和２年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

○ このため、認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所等の

整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （床数）         ２９床 → ２９床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ２５カ所 → ２７カ所 

 （床数）        ３７８床 → ４１４床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      １１カ所 → １６カ所 

 （利用者数）   １８９人／月分 → ２５３人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）       ４カ所 → ５カ所 

 （利用回数）   ９５１人／月分 → ９８０人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）       ８カ所 → ８カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

 （利用者数）    ９３人／月分 → １２２人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → ２カ所 

 （利用者数）    ２２人／月分 → ２５人／月分 

・訪問看護ステーション 
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（サテライト事業所）   ０カ所 → １カ所 

 

２．計画期間 

令和２年４月～令和６年３月 

 

 

■有明区域 

 

１．目標 

有明区域は、大牟田市、柳川市及びみやま市の３市から構成されており、令和５年

４月１日現在、圏域人口は 205,633人、高齢者人口は 76,092 人、高齢化率 37.0％と

なっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較しかなり高くなっており、県民が住み慣れた地

域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要があ

る。このため、以下を目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和２年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

○ このため、認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所等の

整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （床数）         ４６床 → ４６床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ３７カ所 → ３９カ所 

 （床数）        ４９５床 → ５１３床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      ３５カ所 → ３９カ所 

 （利用者数）   ６１５人／月分 → ６１５人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）      １３カ所 → １６カ所 

 （利用回数） ２，１３１人／月分 → ２，１３１人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）       ８カ所 → ８カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ２カ所 → ５カ所 
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 （利用者数）    １９人／月分 → ５０人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ０カ所 → ３カ所 

 （利用者数）     ３人／月分 → ６４人／月分 

・介護予防拠点 

（事業所数）       ０カ所 → １カ所（整備数） 

・介護付きホーム 

 （事業所数）       ５カ所 → ５カ所 

 （床数）         ８５床 → ８５床 

 

２．計画期間 

令和２年４月～令和６年３月 

 

■飯塚区域 

 

１．目標 

飯塚区域は、飯塚市及び嘉麻市並びに嘉穂郡桂川町の２市１町から構成されてお

り、令和５年４月１日現在、圏域人口は 173,432 人、高齢者人口は 59,295 人、高齢

化率 34.2％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和２年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

○ このため、認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所等の

整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

 （床数）         ９８床 → ９８床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ３３カ所 → ３６カ所 

 （床数）        ４１２床 → ４３５床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ６カ所 → ７カ所 

 （利用者数）   １１０人／月分 → １２１人／月分 
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・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （利用回数）   ５９９人／月分 → ５９９人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）      １３カ所 → １３カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （利用者数）    ７６人／月分 → １３２人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （利用者数）    １４人／月分 → ８２人／月分 

・介護付きホーム 

 （事業所数）       ５カ所 → ５カ所 

 （床数）        １０４床 → １０４床 

・訪問看護ステーション 

（サテライト事業所）   ０カ所 → １カ所 

 

２．計画期間 

令和２年４月～令和６年３月 

 

■直方・鞍手区域 

 

１．目標 

直方・鞍手区域は、直方市及び宮若市並びに鞍手郡小竹町及び鞍手町の２市２町か

ら構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は 104,275 人、高齢者人口は

36,939 人、高齢化率 35.4％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較しかなり高くなっており、県民が住み慣れた地

域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要があ

る。このため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和２年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応等が課題となっている。 

○ このため、認知症対応型デイサービスセンター等の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ３５カ所 → ３５カ所 

 （床数）        ４５０床 → ４５０床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 
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 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

 （利用者数）    ４９人／月分 → ４９人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）       ３カ所 → ４カ所 

 （利用回数）   ２５４人／月分 → ２５４人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （利用者数）    ２３人／月分 → ５７人／月分 

 

２．計画期間 

令和２年４月～令和６年３月 

 

 

■田川区域 

 

１．目標 

田川区域は、田川市並びに田川郡香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村

及び福智町の１市６町１村から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は

118,051人、高齢者人口は 44,191 人、高齢化率 37.4％となっている。 

高齢化率は県内で最も高くなっており、県民が住み慣れた地域で生活しながら適切

な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。このため、以下を

目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和２年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

○ このため、認知症高齢者グループホーム等の整備を行う。 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ５１カ所 → ５３カ所 

 （床数）        ７８３床 → ８０１床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      １１カ所 → １１カ所 

 （利用者数）   １６８人／月分 → １７０人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）       ６カ所 → ７カ所 

 （利用回数）  １，０４１／月分 → １，０４１人／月分 

・地域包括支援センター 
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 （事業所数）       ８カ所 → ８カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ２カ所 → ２カ所 

 （利用者数）    ７０人／月分 → ７０人／月分 

・介護付きホーム 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （床数）         ２９床 → ２９床 

 

２．計画期間 

令和２年４月～令和６年３月 

 

■北九州区域 

 

１．目標 

北九州区域は、政令指定都市である北九州市及び中間市並びに遠賀郡芦屋町、水巻

町、岡垣町及び遠賀町の２市４町から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域

人口は 1,054,928人、高齢者人口は 335,625人、高齢化率 31.8％となっている。 

高齢化率は県平均（27.7％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和２年～令和５年度分） 

○ 政令市を含め都市部が多く、将来の高齢者数の動向なども踏まえた、バランス

のとれた介護基盤の整備が求められている。 

○ このため、地域密着型特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホーム等、

多様な施設の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）      ２５カ所 → ２６カ所 

 （床数）        ６８１床 → ７１０床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）     １６７カ所 → １７６カ所 

 （床数）      ２，４９４床 → ２，６３８床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      ５６カ所 → ５８カ所 

 （利用者数）   ９７５人／月分 → ９５７人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）      ３９カ所 → ４１カ所 
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 （利用回数）  ８，１２０／月分 → ８，１２０人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）      ３６カ所 → ３６カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）      １５カ所 → ２０カ所 

 （利用者数）   ３１８人／月分 → ８０４人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ３カ所 → ５カ所 

 （利用者数）    ４０人／月分 → １１０人／月分 

・介護付きホーム 

 （事業所数）      ０カ所 → ３カ所 

 （床数）         ０床 → ８７床 

・訪問看護ステーション 

 （大規模化）       ０カ所 → １カ所（整備数） 

 

２．計画期間 

令和２年４月～令和６年３月 

 

■京築区域 

 

１．目標 

京築区域は、行橋市及び豊前市、京都郡苅田町及びみやこ町並びに築上郡吉富町、

上毛町及び築上町の２市５町から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口

は 183,378 人、高齢者人口は 59,238人、高齢化率 32.3％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和２年～令和５年度分） 

○ 特別養護老人ホームの待機者の解消や、認知症高齢者の増加への対応等が課題

となっている。 

○ このため、地域密着型特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホーム等の

整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       ３カ所 → ４カ所 

 （床数）         ７８床 → １０７床 

・認知症高齢者グループホーム 
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 （事業所数）      ３１カ所 → ３２カ所 

 （床数）        ３８６床 → ３９５床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      １２カ所 → １３カ所 

 （利用者数）   ２１６人／月分 → ２１７人／月分 

・認知症対応型デイサービスセンター 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

 （利用回数）   ９７１人／月分 → ９７１人／月分 

・地域包括支援センター 

 （事業所数）      １４カ所 → １４カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ０カ所 → １カ所 

 （利用者数）     ２人／月分 → ３４人／月分 

 

２．計画期間 

令和２年４月～令和６年３月 

 

(4) 目標の達成状況 

※ 本項目については、令和６年度以降に記載する。 

 

 

２．事業の評価方法  
(1) 関係者からの意見聴取の方法 

 

（介護施設等整備分） 

○令和２年度事業分 

令和元年１０月～   全市町村に対する令和２年度基金事業に係る照会 

令和２年１２月１６日 県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

令和２年１２月１７日 県医師会と協議 

 

○令和３年度事業分 

令和２年９月～    全市町村に対する令和３年度基金事業に係る照会 

令和４年１月１４日  県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

令和４年１月１４日  県医師会と協議 

 

○令和４年度事業分 

令和３年９月～    全市町村に対する令和４年度基金事業に係る照会 

令和４年１２月２２日 県医師会と協議 

令和５年１月２４日  県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 
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○令和５年度事業分 

令和４年９月～    全市町村に対する令和５年度基金事業に係る照会 

令和５年５月１８日  県医師会と協議 

令和６年１月２２日  県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

 

(2) 事後評価の方法 

 

（介護施設等整備分） 

福岡県社会福祉審議会老人福祉専門分科会に、目標の達成状況や事業の実施状況を報

告し、意見を聞きながら評価を行い、必要に応じて見直しを行うことなどにより、計画

を推進していくこととする。 

 

 

３．計画に基づき実施する事業 
(1) 事業の内容等 

都道府県 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事 業 名 【No.○】福岡県介護施設等整備事業 【総事業費】  

1,433,086千円 

事業の対象 
となる医療 
介護総合 
確保区域 

全区域 

事 業 の 
実施主体 県、市町村 

事業の目標 〇 介護サービスの供給体制の確保や地域包括ケアシステムの構築に向けて、

県の介護保険事業支援計画等において予定している地域密着型サービス等の

介護基盤の整備を行う。 

・地域密着型特別養護老人ホーム 2,421床（92カ所）  

→ 2,626床（99カ所） 

・認知症高齢者グループホーム 10,114床（672カ所） 

→ 10,648床（708カ所） 

・小規模多機能型居宅介護事業所 4,755人／月分（279カ所） 

→5,150人／月分（305カ所） 

・認知症対応型デイサービスセンター 22,072回／月分（122カ所） 

→ 22,787回／月分（144カ所） 

・地域包括支援センター 212カ所 → 213カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1,100人／月分（57カ所） 

→2,812人／月分（81カ所） 
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・看護小規模多機能型居宅介護事業所        473人／月分（29カ所） 

→1,016人／月分（41カ所） 

・介護予防拠点   １カ所 

・介護付きホーム             396床（18カ所）  

→ 512床（22カ所） 

○ 訪問看護ステーション    （大規模化） ０カ所 → 4カ所 

             （サテライト設置） ０カ所 → 2カ所 

※ 上記整備目標値には当事業による整備費補助のないものを含む。 

事業の期間 令和２年４月～令和６年３月 

事業の内容 ①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム      ２０５床（７カ所） 

認知症高齢者グループホーム       ３６カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所      ２６カ所 

認知症対応型デイサービスセンター    ２２カ所 

地域包括支援センター           １カ所 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ２４カ所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所    １２カ所 

介護予防拠点               １カ所 

介護付きホーム              ４カ所 

 訪問看護ステーション（大規模化）     ４カ所 

訪問看護ステーション（サテライト事業所） ２カ所 

                 

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

③特別養護老人ホーム等の整備促進を図るため、用地 確保のための定期借地

権設定に際して土地所有者に支払われた一時金（賃料の前払いとして授受さ

れたものに限る。）の支援を行う。 

④新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、簡易陰圧装置の設置、ゾーニ

ング環境等の整備、多床室の個室化を行う。 
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（注１）事業者が未定等のため、総事業費が不明の場合は、記載を要しない。 

（注２）事業者が未定で、事業者負担額が不明の場合は、記載を要しない。 

（注３）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注４）指定管理者制度の活用など設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金

充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。 

（注５）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 

 

(2) 事業の実施状況 

※ 本項目については、令和６年度以降に記載する。 

 

事業に要

する費用

の額 

事業内容 
総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 
（注１） 

基金 その他 
（Ｃ） 
（注２） 国（Ａ） 都道府県(Ｂ) 

①地域密着型サービ

ス施設等の整備 

(千円) 

 

(千円) 

117,162 

(千円) 

58,582 

(千円) 

 

②施設等の開設・設

置に必要な準備経費 

(千円) 

 

(千円) 

642,257 

(千円) 

321,129 

(千円) 

 

③定期借地権設定の

ための一時金支援 

(千円) 

 

(千円) 

101,082 

(千円) 

50,541 

(千円) 

 

④介護施設等におけ

る新型コロナウイル

ス感染症防止対策 

(千円) 

 

(千円) 

94,888 

(千円) 

47,445 

(千円) 

 

 

 

金 

 

 

 

 

額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

 

基金充当額 

（国費）に

おける公民

の別 
（注３） 

（注４） 

公 

(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

955,389 

都道府県
（Ｂ） 

(千円) 

477,697 

民 うち受託事

業等（再

掲） 

(千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） 
(千円) 

1,433,086 

その他（Ｃ） 
(千円) 

 

備  考 

（注５） 

令和２年度  446,099千円         令和５年度  852,643千円 

令和３年度   80,954千円 

令和４年度   53,390千円 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

医療介護総合確保促進法に基づく 

令和３年度福岡県計画 

（第２回変更） 

※介護施設等の整備に関する事業分 

 

 

 

 
令和６年２月 

 

 

福   岡   県 
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１．計画の基本的事項  
(1) 計画の基本的な考え方 

○ 団塊の世代が全て 75歳以上となる令和 7年（2025年）に向けて、病床の機能分化・

連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・勤務環境の改善等、「効率的

かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題

となっている。 

○ 本県においても、高齢化率（65 歳以上人口割合）は、2010 年（平成 22 年）には

22.3％であったが、2015年（平成 27年）には 26.4％、2020年（令和２年）には 29.1％、

2025 年（令和７年）以降は 30％を超えると予測されており、生活習慣病など慢性疾

患の増加に伴い、療養や介護も長期化していくことが見込まれている。 

○ このような中、県民誰もが高齢者となっても住み慣れた地域で安心して生活するた

めには、効率的で質の高い医療提供体制と、医療、介護、予防、住まい、生活支援と

いったサービスを切れ目なく一体的に提供できる地域包括ケアシステムを早急に構

築していくことが求められている。 

○ 県では、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年

法律第 64号）に基づき、平成 26年度の県計画を策定するとともに、新たに地域医療

介護総合確保基金（以下「基金」という。）を設置し、当該基金を活用して、医療分野

における取組を強化したところである。 

○ 具体的には、 

① 「病床の機能分化・連携」を進めるための基盤整備として、福岡県医師会が行う

診療情報ネットワークの整備への支援 等 

② 「在宅医療の充実」を図る観点から、在宅医療推進の拠点機能の強化として相談

員の配置や訪問診療に必要な医療機器の整備 等 

③ 「医療従事者の確保・養成」を図る観点から、研修を強化するほか、医療機関が

取り組む勤務環境改善への支援や、離職した看護師等の就労相談窓口の拡充 等 

の取組を進めたところである。 

○ 平成 27 年度以降も、引き続き、効率的で質の高い医療提供体制の構築に向け、医

療分野の事業に取り組むとともに、介護分野も基金の対象となることから、 

① 介護サービスを十分に供給できるよう、介護予防の拠点から特別養護老人ホーム

等の入所施設まで、介護基盤の計画的な整備 

② 地域包括ケアシステムを支える介護・福祉サービスに従事する人材の養成と確

保・定着、資質の向上 

③ 介護は必要としなくても自立した生活に不安のある高齢者に対する介護予防や

生活支援といったサービスの一体的な提供 等 

の取組を進め、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進していく必要があ

る。 

○ これらの取組について、基金を活用し、医療及び介護の関係者が共通の認識に立ち、

適切な目標設定の下、実効性ある事業を展開していくため、本計画を策定するもので

ある。 
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 (2) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

 

福岡県における医療介護総合確保区域については、福岡・糸島、粕屋、宗像、筑紫、

朝倉、久留米、八女・筑後、有明、飯塚、直方・鞍手、田川、北九州、京築の 13区域と

する。 

☑２次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 

□２次医療圏及び老人福祉圏域と異なる 

（異なる理由：                     ） 

 

 

(3) 計画の目標の設定等 

■福岡県全体 

 

１．目標 

福岡県においては、超高齢社会を迎えるにあたっても、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を構築し、県民生活の「安定」、「安全」、

「安心」を向上させることを目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和３年～令和５年度分） 

○ 介護サービスの供給体制の確保や地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８

期の介護保険事業支援計画において予定している地域密着型サービス等の介護

基盤の整備を行う。 

〇 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、簡易陰圧装置の設置、ゾ

ーニング環境の整備及び多床室の個室化を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）     ６８１カ所 → ６８６カ所 

 （床数）     １０，３５８床 → １０，４３９床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）     ２７９カ所 → ２８１カ所 

 （利用者数） ５，６８８人／月分 → ５，７４６人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）      ６５カ所 → ７３カ所 

 （利用者数） １，６６９人／月分 → ２，８００人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      ３３カ所 → ３６カ所 

 （利用者数）   ８０４人／月分 → ９９９人／月分 

・介護付きホーム 
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 （事業所数）       １８カ所 → １９カ所 

 （床数）         ３９６床 → ４２５床 

・介護療養病床     １，４３２床 → １，６０４床 

 

２．計画期間 

令和３年４月～令和６年３月 

 

■福岡・糸島区域 

 

１．目標 

福岡・糸島区域は、政令指定都市である福岡市及び糸島市の２市から構成されてお

り、令和５年４月１日現在、圏域人口は 1,685,860人、高齢者人口は 383,146 人、高

齢化率 22.7％となっている。 

県内最大の人口を擁し、高齢化率は県平均（28.0％）と比較し低いものの、今後、

急激な高齢化が見込まれていることから、県民が住み慣れた地域で生活しながら適切

な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。このため、以下を

目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和３年～令和５年度分） 

○ 県内一番の都市部であり、将来の高齢者数の動向なども踏まえた、バランスの

とれた介護基盤の整備が求められている。 

○ このため、地域包括ケアシステムの構築に向けて、認知症高齢者グループホー

ムや定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等の多様な施設の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）     １３９カ所 → １４０カ所 

 （床数）      ２，２５０床 → ２，２６８床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      ５８カ所 → ５８カ所 

 （利用者数） １，１２０人／月分 → １，１２０人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）      １８カ所 → ２０カ所 

 （利用者数）   ４４９人／月分 → ８０３人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ７カ所 → ８カ所 

 （利用者数）   １７０人／月分 → ２４０人／月分 

・介護付きホーム 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 



4 

 

 （床数）         ７６床 → ７６床 

 

２．計画期間 

令和３年４月～令和６年３月 

 

■粕屋区域 

 

１．目標 

粕屋区域は、古賀市並びに糟屋郡宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山

町及び粕屋町の１市７町から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は

294,526人、高齢者人口は 71,475 人、高齢化率 24.3％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し低いものの、今後、高齢化が見込まれている

ことから、県民が住み慣れた地域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制

を早急に構築していく必要がある。このため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和３年～令和５年度分） 

○ 福岡・糸島区域に隣接する人口増加地区であり、将来の高齢者数の動向なども

踏まえた、バランスのとれた介護基盤の整備が求められている。 

○ このため、地域包括ケアシステムの構築に向けて、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所や看護小規模多機能型居宅介護事業所等の多様な施設の整備を

行う。 

 

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      １９カ所 → １９カ所 

 （床数）        ３５１床 → ３５１床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ５カ所 → ５カ所 

 （利用者数）   １２６人／月分 → １３９人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → ２カ所 

 （利用者数）    ３７人／月分 → ５８人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ２カ所 → ３カ所 

 （利用者数）    ２２人／月分 → ８１人／月分 

 

２．計画期間 

令和３年４月～令和６年３月 
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■宗像区域 

 

１．目標 

宗像区域は、宗像市及び福津市の２市から構成されており、令和５年４月１日現在、

圏域人口は 165,330人、高齢者人口は 48,365 人、高齢化率 29.3％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）よりやや高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和３年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応等が課題となっている。 

 

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      １３カ所 → １３カ所 

 （床数）        ２１６床 → ２１６床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ７カ所 → ７カ所 

 （利用者数）   １７０人／月分 → １７０人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （利用者数）    ５６人／月分 → ７５人／月分 

・介護付きホーム 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （床数）         ２９床 → ２９床 

 

２．計画期間 

令和３年４月～令和６年３月 

 

■筑紫区域 

 

１．目標 

筑紫区域は、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市及び那珂川市の５市から構成

されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は 442,404人、高齢者人口は 109,068

人、高齢化率 24.7％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し低いものの、今後、高齢化が見込まれている

ことから、県民が住み慣れた地域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制

を早急に構築していく必要がある。このため、以下を目標とする。 



6 

 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標（令和３年～令和５年度分） 

○ 福岡・糸島区域に隣接する人口増加地区であり、将来の高齢者数の動向なども

踏まえた、バランスのとれた介護基盤の整備が求められている。 

○ このため、地域包括ケアシステムの構築に向けて、認知症高齢者グループホー

ムや定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等の多様な施設の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ３４カ所 → ３５カ所 

 （床数）        ５１６床 → ５３４床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      １９カ所 → ２０カ所 

 （利用者数）   ４３６人／月分 → ４３６人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ４カ所 → ５カ所 

 （利用者数）    ７０人／月分 → １５２人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → ２カ所 

 （利用者数）    ５０人／月分 → ５０人／月分 

・介護付きホーム 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

 （床数）        １０２床 → １０２床 

 

２．計画期間 

令和３年４月～令和６年３月 

 

■朝倉区域 

 

１．目標 

朝倉区域は、朝倉市並びに朝倉郡筑前町及び東峰村の１市１町１村から構成されて

おり、令和５年４月１日現在、圏域人口は 82,854人、高齢者人口は 28,171人、高齢

化率 34.0％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和３年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療
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ニーズへの対応等が課題となっている。 

○ このため、認知症対応型グループホーム等の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）       ７カ所 → ８カ所 

 （床数）        １１７床 → １３５床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （利用者数）    ５６人／月分 → ７７人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （利用者数）    ２６人／月分 → ３８人／月分 

 

２．計画期間 

令和３年４月～令和６年３月 

 

■久留米区域 

 

１．目標 

久留米区域は、久留米市、大川市、小郡市及びうきは市並びに三井郡大刀洗町及び

三潴郡大木町の４市２町から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は

451,020人、高齢者人口は 131,292人、高齢化率 29.1％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和３年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

○ このため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等の整備を行う。 

  

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ８３カ所 → ８４カ所 

 （床数）      １，３８３床 → １，４０１床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      ５２カ所 → ５２カ所 

 （利用者数） １，０９４人／月分 → １，０９４人／月分 
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・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）      １２カ所 → １３カ所 

 （利用者数）   ２３９人／月分 → ４１７人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      １４カ所 → １４カ所 

 （利用者数）   ３０４人／月分 → ３３９人／月分 

 

２．計画期間  

令和３年４月～令和６年３月 

 

■八女・筑後区域 

 

１．目標 

八女・筑後区域は、八女市及び筑後市並びに八女郡広川町の２市１町から構成され

ており、令和５年４月１日現在、圏域人口は 129,250 人、高齢者人口は 41,550 人、

高齢化率 32.1％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）より高くなっており、県民が住み慣れた地域で生活し

ながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。このた

め、以下を目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和３年～令和５年度分） 

○ 小規模多機能型居宅介護の未整備地域の解消や、今後重要性が増すと考えられ

る在宅での医療ニーズへの対応等が課題となっている。 

○ このため、小規模多機能型居宅介護事業所等の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ２６カ所 → ２６カ所 

 （床数）        ３８７床 → ３８７床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      １１カ所 → １２カ所 

 （利用者数）   ２４０人／月分 → ２５３人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

 （利用者数）   １３２人／月分 → １３２人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （利用者数）    ３３人／月分 → ３３人／月分 
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２．計画期間 

令和３年４月～令和６年３月 

 

■有明区域 

 

１．目標 

有明区域は、大牟田市、柳川市及びみやま市の３市から構成されており、令和５年

４月１日現在、圏域人口は 205,633人、高齢者人口は 76,092 人、高齢化率 37.0％と

なっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較しかなり高くなっており、県民が住み慣れた地

域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要があ

る。このため、以下を目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和３年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

○ このため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ３８カ所 → ３８カ所 

 （床数）        ５１３床 → ５１３床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      ３５カ所 → ３５カ所 

 （利用者数）   ６６５人／月分 → ６６５人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → ３カ所 

 （利用者数）    ５７人／月分 → ５７人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （利用者数）    ４７人／月分 → ６４人／月分 

・介護付きホーム 

 （事業所数）       ５カ所 → ５カ所 

 （床数）         ８５床 → ８５床 

 

２．計画期間 

令和３年４月～令和６年３月 

 

 



10 

 

■飯塚区域 

 

１．目標 

飯塚区域は、飯塚市及び嘉麻市並びに嘉穂郡桂川町の２市１町から構成されてお

り、令和５年４月１日現在、圏域人口は 173,432 人、高齢者人口は 59,295 人、高齢

化率 34.2％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和３年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

 

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ３３カ所 → ３３カ所 

 （床数）        ４１２床 → ４１２床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ６カ所 → ６カ所 

 （利用者数）   １１０人／月分 → １２１人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （利用者数）    ８４人／月分 → １３２人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （利用者数）    ７０人／月分 → ８２人／月分 

・介護付きホーム 

 （事業所数）       ５カ所 → ５カ所 

 （床数）        １０４床 → １０４床 

 

 

２．計画期間 

令和３年４月～令和６年３月 

 

■直方・鞍手区域 

 

１．目標 

直方・鞍手区域は、直方市及び宮若市並びに鞍手郡小竹町及び鞍手町の２市２町か
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ら構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は 104,275 人、高齢者人口は

36,939 人、高齢化率 35.4％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較しかなり高くなっており、県民が住み慣れた地

域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要があ

る。このため、以下を目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和３年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

 

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ３５カ所 → ３５カ所 

 （床数）        ４５０床 → ４５０床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

 （利用者数）    ６５人／月分 → ６５人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （利用者数）    ２７人／月分 → ５７人／月分 

 

２．計画期間 

令和３年４月～令和６年３月 

 

■田川区域 

 

１．目標 

田川区域は、田川市並びに田川郡香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村

及び福智町の１市６町１村から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は

118,051人、高齢者人口は 44,191 人、高齢化率 37.4％となっている。 

高齢化率は県内で最も高くなっており、県民が住み慣れた地域で生活しながら適切

な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。このため、以下を

目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和３年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

 

【定量的な目標値】 
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・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ５１カ所 → ５１カ所 

 （床数）        ７８３床 → ７８３床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      １１カ所 → １１カ所 

 （利用者数）   １９４人／月分 → １９４人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ２カ所 → ２カ所 

 （利用者数）    ７５人／月分 → ７５人／月分 

・介護付きホーム 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （床数）         ２９床 → ２９床 

 

２．計画期間 

令和３年４月～令和６年３月 

 

■北九州区域 

 

１．目標 

北九州区域は、政令指定都市である北九州市及び中間市並びに遠賀郡芦屋町、水巻

町、岡垣町及び遠賀町の２市４町から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域

人口は 1,054,928人、高齢者人口は 335,625人、高齢化率 31.8％となっている。 

高齢化率は県平均（27.7％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和３年～令和５年度分） 

○ 政令市を含め都市部が多く、将来の高齢者数の動向なども踏まえた、バランス

のとれた介護基盤の整備が求められている。 

○ このため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      １７２カ所 → １７２カ所 

 （床数）       ２，５９３床 → ２，５９３床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

  （事業所数）      ５６カ所 → ５６カ所 

（利用者数）  １，１６４人／月分 → １，１６４人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 
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 （事業所数）       １７カ所 → １８カ所 

 （利用者数）    ４１１人／月分 → ８０４人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）        ４カ所 → ４カ所 

 （利用者数）     ６２人／月分 → １１０人／月分 

 

２．計画期間 

令和３年４月～令和６年３月 

 

■京築区域 

 

１．目標 

京築区域は、行橋市及び豊前市、京都郡苅田町及びみやこ町並びに築上郡吉富町、

上毛町及び築上町の２市５町から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口

は 183,378 人、高齢者人口は 59,238人、高齢化率 32.3％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和３年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

○ このため、認知症高齢者グループホーム等の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）     ３１カ所 → ３２カ所 

 （床数）       ３８７床 → ３９６床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）     １２カ所 → １２カ所 

 （利用者数）  ２４８人／月分 → ２４８人／月分 

 

２．計画期間 

令和３年４月～令和６年３月 

 

 

(4) 目標の達成状況 

※ 本項目については、令和６年度以降に記載する。 
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２．事業の評価方法  
(1) 関係者からの意見聴取の方法 

 

（介護施設等整備分） 

○令和３年度事業分 

令和２年１０月～   全市町村に対する令和３年度基金事業に係る照会 

令和４年１月１４日  県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

令和４年１月１４日  県医師会と協議 

 

令和４年度事業分 

令和３年９月～    全市町村に対する令和４年度基金事業に係る照会 

令和４年１２月２２日 県医師会と協議 

令和５年１月２４日  県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

 

○令和５年度事業分 

令和４年９月～    全市町村に対する令和５年度基金事業に係る照会 

令和５年５月１８日  県医師会と協議 

令和６年１月２２日  県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

 

 

(2) 事後評価の方法 

（介護施設等整備分） 

福岡県社会福祉審議会老人福祉専門分科会に、目標の達成状況や事業の実施状況を報

告し、意見を聞きながら評価を行い、必要に応じて見直しを行うことなどにより、計画

を推進していくこととする。 

 

 

３．計画に基づき実施する事業 
(1) 事業の内容等 

都道府県 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事 業 名 【No.○】福岡県介護施設等整備事業 【総事業費】  

1,063,954千円 

事業の対象 
となる医療 
介護総合 
確保区域 

全区域 

事 業 の 
実施主体 県、市町村 

事業の目標 〇 介護サービスの供給体制の確保や地域包括ケアシステムの構築に向けて、
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県の介護保険事業支援計画等において予定している地域密着型サービス等の

介護基盤の整備を行う。 

・認知症高齢者グループホーム 10,358床（681カ所） 

→ 10,439床（686カ所） 

・小規模多機能型居宅介護事業所 5,688人／月分（279カ所） 

→5,746人／月分（281カ所） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 1,669人／月分（65カ所） 

→ 2,800人／月分（73カ所） 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 804人／月分（33カ所） 

→ 999人／月分（36カ所） 

・介護付きホーム             396床（18カ所）  

→425床（19カ所） 

・介護療養病床転換    172床 

※ 上記整備目標値には当事業による整備費補助のないものを含む。 

事業の期間 令和３年４月～令和６年３月 

事業の内容 ①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

認知症高齢者グループホーム        ５カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所       ２カ所 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  ８カ所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所     ３カ所 

介護付きホーム              １カ所 

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

③新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、簡易陰圧装置の設置、ゾーニ

ング環境等の整備、多床室の個室化を行う。 

④介護人材（外国人を含む。）を確保するため、介護施設等の事業者が当該介

護施設に勤務する職員の宿舎を整備するための費用の支援を行う。 

⑤介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備に要する経費に

対して支援を行う。 



16 

 

（注１）事業者が未定等のため、総事業費が不明の場合は、記載を要しない。 

（注２）事業者が未定で、事業者負担額が不明の場合は、記載を要しない。 

（注３）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注４）指定管理者制度の活用など設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金

充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。 

（注５）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 

 

(2) 事業の実施状況 

※ 本項目については、令和６年度以降に記載する。 

 

 

業に要す 

る費用の額 
事業内容 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

（注１） 

基金 その他 
（Ｃ） 
（注２） 国（Ａ） 都道府県(Ｂ) 

①地域密着型サ

ービス施設等の

整備 

(千円) 

 

(千円) 

84,960 

(千円) 

42,481 

(千円) 

 

②施設等の開

設・設置に必要

な準備経費 

(千円) 

 

(千円) 

405,410 

(千円) 

202,705 

(千円) 

 

③介護施設等に

おける新型コロ

ナウイルス感染

症防止対策 

(千円) 

 

(千円) 

178,386 

(千円) 

89,193 

(千円) 

 

④介護職員の宿

舎整備 

(千円) 

 

(千円) 

8,977 

(千円) 

4,489 

(千円) 

 

⑤介護療養型医

療施設等の介護

老人保健施設等

への転換整備 

(千円) (千円) 

31,568 

(千円) 

15,785 

(千円) 

 

 

金 

 

 

 

 

額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

 

基金充当額 

（国費）に

おける公民

の別 
（注３） 

（注４） 

公 

(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

709,301 

都道府県
（Ｂ） 

(千円) 

354,653 

民 うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 
計（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

1,063,954 

その他（Ｃ） 
(千円) 

 

 

備  考 

（注５） 

令和３年度  456,840千円 

令和４年度  498,598千円 

令和５年度  108,516千円 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

医療介護総合確保促進法に基づく 

令和４年度福岡県計画 

（第１回変更） 

※介護施設等の整備に関する事業分 

 

 

 

 
令和６年２月 

 

 

福   岡   県 
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１．計画の基本的事項  
(1) 計画の基本的な考え方 

○ 団塊の世代が全て 75歳以上となる令和 7年（2025年）に向けて、病床の機能分化・

連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・勤務環境の改善等、「効率的

かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題

となっている。 

○ 本県においても、高齢化率（65 歳以上人口割合）は、2010 年（平成 22 年）には

22.3％であったが、2015年（平成 27年）には 26.4％、2020年（令和２年）には 29.1％、

2025 年（令和７年）以降は 30％を超えると予測されており、生活習慣病など慢性疾

患の増加に伴い、療養や介護も長期化していくことが見込まれている。 

○ このような中、県民誰もが高齢者となっても住み慣れた地域で安心して生活するた

めには、効率的で質の高い医療提供体制と、医療、介護、予防、住まい、生活支援と

いったサービスを切れ目なく一体的に提供できる地域包括ケアシステムを早急に構

築していくことが求められている。 

○ 県では、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年

法律第 64号）に基づき、平成 26年度の県計画を策定するとともに、新たに地域医療

介護総合確保基金（以下「基金」という。）を設置し、当該基金を活用して、医療分野

における取組を強化したところである。 

○ 具体的には、 

① 「病床の機能分化・連携」を進めるための基盤整備として、福岡県医師会が行う

診療情報ネットワークの整備への支援 等 

② 「在宅医療の充実」を図る観点から、在宅医療推進の拠点機能の強化として相談

員の配置や訪問診療に必要な医療機器の整備 等 

③ 「医療従事者の確保・養成」を図る観点から、研修を強化するほか、医療機関が

取り組む勤務環境改善への支援や、離職した看護師等の就労相談窓口の拡充 等 

の取組を進めたところである。 

○ 平成 27 年度以降も、引き続き、効率的で質の高い医療提供体制の構築に向け、医

療分野の事業に取り組むとともに、介護分野も基金の対象となることから、 

① 介護サービスを十分に供給できるよう、介護予防の拠点から特別養護老人ホーム

等の入所施設まで、介護基盤の計画的な整備 

② 地域包括ケアシステムを支える介護・福祉サービスに従事する人材の養成と確

保・定着、資質の向上 

③ 介護は必要としなくても自立した生活に不安のある高齢者に対する介護予防や

生活支援といったサービスの一体的な提供 等 

の取組を進め、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進していく必要があ

る。 

○ これらの取組について、基金を活用し、医療及び介護の関係者が共通の認識に立ち、

適切な目標設定の下、実効性ある事業を展開していくため、本計画を策定するもので

ある。 



2 

 

 (2) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

 

福岡県における医療介護総合確保区域については、福岡・糸島、粕屋、宗像、筑紫、

朝倉、久留米、八女・筑後、有明、飯塚、直方・鞍手、田川、北九州、京築の 13区域と

する。 

☑２次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 

□２次医療圏及び老人福祉圏域と異なる 

（異なる理由：                     ） 

 

 

(3) 計画の目標の設定等 

 

■福岡県全体 

 

１．目標 

福岡県においては、超高齢社会を迎えるにあたっても、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を構築し、県民生活の「安定」、「安全」、

「安心」を向上させることを目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和４年～５年度分） 

○ 介護サービスの供給体制の確保や地域包括ケアシステムの構築に向けて、県の

介護保険事業支援計画において予定している地域密着型サービス等の介護基盤

の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）      ９３カ所 → ９５カ所 

 （床数）      ２，４５０床 → ２，５０８床 

・地域密着型特別養護老人ホームに併設されるショートステイ（整備数） 

 （事業所数）       ０カ所 → ２カ所 

 （床数）          ０床 → １２床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）     ７０６カ所 → ７１２カ所 

 （床数）     １０，７６４床 → １０，８７２床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）     ２８０カ所 → ２８３カ所 

 （利用者数） ４，９０５人／月分 → ５，１４０人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）      ７１カ所 → ７８カ所 
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 （利用者数） ２，５９３人／月分 → ２，８１０人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      ３７カ所 → ４０カ所 

 （利用者数）   ９４３人／月分 → １，００１人／月分 

・介護予防拠点（整備数） 

 （事業所数）       ０カ所 → １カ所 

 

２．計画期間 

令和４年４月～令和６年３月 

 

 

■福岡・糸島区域 

 

１．目標 

福岡・糸島区域は、政令指定都市である福岡市及び糸島市の２市から構成されてお

り、令和５年４月１日現在、圏域人口は 1,685,860人、高齢者人口は 383,146 人、高

齢化率 22.7％となっている。 

県内最大の人口を擁し、高齢化率は県平均（28.0％）と比較し低いものの、今後、

急激な高齢化が見込まれていることから、県民が住み慣れた地域で生活しながら適切

な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。このため、以下を

目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和４年～５年度分） 

○ 県内一番の都市部であり、将来の高齢者数の動向なども踏まえた、バランスの

とれた介護基盤の整備が求められている。 

○ このため、地域包括ケアシステムの構築に向けて、認知症高齢者グループホー

ムや定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等の多様な施設の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）      ２４カ所 → ２５カ所 

 （床数）        ６３３床 → ６６２床 

・地域密着型特別養護老人ホームに併設されるショートステイ（整備数） 

 （事業所数）       ０カ所 → ２カ所 

 （床数）          ０床 → １２床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）     １４５カ所 → １４８カ所 

 （床数）      ２，３８１床 → ２，４３５床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 
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 （事業所数）      ５８カ所 → ６０カ所 

 （利用者数）   ９７１人／月分 → １，０２５人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）      ２２カ所 → ２６カ所 

 （利用者数）   ６９１人／月分 → ８０３人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      １０カ所 → １２カ所 

 （利用者数）   １９０人／月分 → ２４０人／月分 

 

２．計画期間 

令和４年４月～令和６年３月 

 

■粕屋区域 

 

１．目標 

粕屋区域は、古賀市並びに糟屋郡宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山

町及び粕屋町の１市７町から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は

294,526人、高齢者人口は 71,475 人、高齢化率 24.3％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し低いものの、今後、高齢化が見込まれている

ことから、県民が住み慣れた地域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制

を早急に構築していく必要がある。このため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和４年～令和５年度分） 

○ 福岡・糸島区域に隣接する人口増加地区であり、将来の高齢者数の動向なども

踏まえた、バランスのとれた介護基盤の整備が求められている。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （床数）         ７８床 → ７８床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ２０カ所 → ２０カ所 

 （床数）        ３６９床 → ３６９床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ５カ所 → ５カ所 

 （利用者数）   １２６人／月分 → １３９人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ２カ所 → ２カ所 

 （利用者数）    ５６人／月分 → ５８人／月分 
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・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ２カ所 → ２カ所 

 （利用者数）    ７４人／月分 → ８１人／月分 

 

２．計画期間 

令和４年４月～令和６年３月 

■宗像区域 

 

１．目標 

宗像区域は、宗像市及び福津市の２市から構成されており、令和５年４月１日現在、

圏域人口は 165,330人、高齢者人口は 48,365 人、高齢化率 29.3％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較しやや高くなっており、県民が住み慣れた地域

で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要があ

る。このため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和４年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応等が課題となっている。 

○ このため、認知症高齢者グループホーム等の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （床数）         ８７床 → ８７床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      １３カ所 → １４カ所 

 （床数）        ２１６床 → ２３４床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ７カ所 → ７カ所 

 （利用者数）   １５２人／月分 → １５５人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （利用者数）    ４３人／月分 → ７５人／月分 

・介護予防拠点（整備数） 

 （事業所数）       ０カ所 → １カ所 

 

２．計画期間 

令和４年４月～令和６年３月 
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■筑紫区域 

 

１．目標 

筑紫区域は、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市及び那珂川市の５市から構成

されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は 442,404人、高齢者人口は 109,068

人、高齢化率 24.7％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し低いものの、今後、高齢化が見込まれている

ことから、県民が住み慣れた地域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制

を早急に構築していく必要がある。このため、以下を目標とする。 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標（令和４年～令和５年度分） 

○ 福岡・糸島区域に隣接する人口増加地区であり、将来の高齢者数の動向なども

踏まえた、バランスのとれた介護基盤の整備が求められている。 

○ このため、地域包括ケアシステムの構築に向けて、認知症高齢者グループホー

ムや定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等の多様な施設の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       ６カ所 → ６カ所 

 （床数）        １５４床 → １５４床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ３４カ所 → ３６カ所 

 （床数）        ５１６床 → ５５２床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      １９カ所 → ２０カ所 

 （利用者数）   ３８１人／月分 → ３９０人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

 （利用者数）   １３２人／月分 → １５２人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → ２カ所 

 （利用者数）    ６０人／月分 → ６０人／月分 

 

２．計画期間 

令和４年５月～令和６年３月 

 

 

■朝倉区域 
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１．目標 

朝倉区域は、朝倉市並びに朝倉郡筑前町及び東峰村の１市１町１村から構成されて

おり、令和５年４月１日現在、圏域人口は 82,854人、高齢者人口は 28,171人、高齢

化率 34.0％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和４年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応等が課題となっている。 

 

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）       ８カ所 → ８カ所 

 （床数）        １３５床 → １３５床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （利用者数）    ７５人／月分 → ７７人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （利用者数）    ３７人／月分 → ３８人／月分 

 

２．計画期間 

令和４年４月～令和６年３月 

 

 

■久留米区域 

 

１．目標 

久留米区域は、久留米市、大川市、小郡市及びうきは市並びに三井郡大刀洗町及び

三潴郡大木町の４市２町から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は

451,020人、高齢者人口は 131,292人、高齢化率 29.1％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和４年～令和５年度分） 
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○ 今後重要性が増すと考えられる在宅での医療ニーズへの対応等が課題となっ

ている。 

○ このため、地域密着型特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホーム等の

整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）      ２０カ所 → ２１カ所 

 （床数）        ５３７床 → ５６６床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ８７カ所 → ８７カ所 

 （床数）      １，４４０床 → １，４４０床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      ５２カ所 → ５２カ所 

 （利用者数）   ９５４人／月分 → ９８２人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）      １２カ所 → １３カ所 

 （利用者数）   ４０３人／月分 → ４１７人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      １５カ所 → １５カ所 

 （利用者数）   ３２７人／月分 → ３３９人／月分 

 

２．計画期間  

令和４年４月～令和６年３月 

 

 

■八女・筑後区域 

 

１．目標 

八女・筑後区域は、八女市及び筑後市並びに八女郡広川町の２市１町から構成され

ており、令和５年４月１日現在、圏域人口は 129,250 人、高齢者人口は 41,550 人、

高齢化率 32.1％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和４年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 



9 

 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （床数）         ２９床 → ２９床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ２６カ所 → ２６カ所 

 （床数）        ４０５床 → ４０５床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      １２カ所 → １２カ所 

 （利用者数）   ２１８人／月分 → ２５３人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

 （利用者数）   １１８人／月分 → １２２人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （利用者数）    ２５人／月分 → ２５人／月分 

 

２．計画期間 

令和４年４月～令和６年３月 

 

 

■有明区域 

 

１．目標 

有明区域は、大牟田市、柳川市及びみやま市の３市から構成されており、令和５年

４月１日現在、圏域人口は 205,633人、高齢者人口は 76,092 人、高齢化率 37.0％と

なっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較しかなり高くなっており、県民が住み慣れた地

域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要があ

る。このため、以下を目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和４年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 
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 （床数）         ４６床 → ４６床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ３９カ所 → ３９カ所 

 （床数）        ５１３床 → ５１３床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      ３５カ所 → ３５カ所 

 （利用者数）   ５６１人／月分 → ６０６人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ２カ所 → ２カ所 

 （利用者数）    ５０人／月分 → ５０人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （利用者数）    ４８人／月分 → ６４人／月分 

 

２．計画期間 

令和４年４月～令和６年３月 

 

 

■飯塚区域 

 

１．目標 

飯塚区域は、飯塚市及び嘉麻市並びに嘉穂郡桂川町の２市１町から構成されてお

り、令和５年４月１日現在、圏域人口は 173,432 人、高齢者人口は 59,295 人、高齢

化率 34.2％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和４年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

 （床数）         ９８床 → ９８床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ３３カ所 → ３３カ所 

 （床数）        ４１２床 → ４１２床 
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・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ６カ所 → ６カ所 

 （利用者数）   １１９人／月分 → １２１人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （利用者数）   １３１人／月分 → １３２人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （利用者数）    ８１人／月分 → ８２人／月分 

 

２．計画期間 

令和４年４月～令和６年３月 

 

 

■直方・鞍手区域 

 

１．目標 

直方・鞍手区域は、直方市及び宮若市並びに鞍手郡小竹町及び鞍手町の２市２町か

ら構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は 104,275 人、高齢者人口は

36,939 人、高齢化率 35.4％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較しかなり高くなっており、県民が住み慣れた地

域で生活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要があ

る。このため、以下を目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和４年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

 

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ３５カ所 → ３５カ所 

 （床数）        ４５０床 → ４５０床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

 （利用者数）    ４６人／月分 → ４８人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       １カ所 → １カ所 

 （利用者数）    ５５人／月分 → ５７人／月分 

 



12 

 

２．計画期間 

令和４年４月～令和６年３月 

 

 

■田川区域 

 

１．目標 

田川区域は、田川市並びに田川郡香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村

及び福智町の１市６町１村から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口は

118,051人、高齢者人口は 44,191 人、高齢化率 37.4％となっている。 

高齢化率は県内で最も高くなっており、県民が住み慣れた地域で生活しながら適切

な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。このため、以下を

目標とする。 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和４年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

 

【定量的な目標値】 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ５３カ所 → ５３カ所 

 （床数）        ８０１床 → ８０１床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      １１カ所 → １１カ所 

 （利用者数）   １６１人／月分 → １７０人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ２カ所 → ２カ所 

 （利用者数）    ６３人／月分 → ６８人／月分 

 

２．計画期間 

令和４年４月～令和６年３月 

 

 

■北九州区域 

 

１．目標 

北九州区域は、政令指定都市である北九州市及び中間市並びに遠賀郡芦屋町、水巻

町、岡垣町及び遠賀町の２市４町から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域

人口は 1,054,928人、高齢者人口は 335,625人、高齢化率 31.8％となっている。 
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高齢化率は県平均（28.0％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和４年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）      ２６カ所 → ２６カ所 

 （床数）        ７１０床 → ７１０床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）     １７８カ所 → １７８カ所 

 （床数）      ２，６８８床 → ２，６８８床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      ５６カ所 → ５６カ所 

 （利用者数）   ９３５人／月分 → ９５７人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）      １７カ所 → １７カ所 

 （利用者数）   ７８９人／月分 → ８０４人／月分 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）       ４カ所 → ４カ所 

 （利用者数）   １０８人／月分 → １１０人／月分 

 

２．計画期間 

令和４年４月～令和６年３月 

 

 

■京築区域 

 

１．目標 

京築区域は、行橋市及び豊前市、京都郡苅田町及びみやこ町並びに築上郡吉富町、

上毛町及び築上町の２市５町から構成されており、令和５年４月１日現在、圏域人口

は 183,378 人、高齢者人口は 59,238人、高齢化率 32.3％となっている。 

高齢化率は県平均（28.0％）と比較し高くなっており、県民が住み慣れた地域で生

活しながら適切な医療・介護を受けられる体制を早急に構築していく必要がある。こ

のため、以下を目標とする。 
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③ 介護施設等の整備に関する目標（令和４年～令和５年度分） 

○ 認知症高齢者の増加への対応や、今後重要性が増すと考えられる在宅での医療

ニーズへの対応が課題となっている。 

○ このため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

 （事業所数）       ３カ所 → ３カ所 

 （床数）         ７８床 → ７８床 

・認知症高齢者グループホーム 

 （事業所数）      ３５カ所 → ３５カ所 

 （床数）        ４３８床 → ４３８床 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

 （事業所数）      １２カ所 → １２カ所 

 （利用者数）   ２０６人／月分 → ２１７人／月分 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

 （事業所数）       ０カ所 → ２カ所 

 （利用者数）    ２５人／月分 → ３４人／月分 

 

２．計画期間 

令和４年４月～令和６年３月 

 

 

(4) 目標の達成状況 

※ 本項目については、令和６年度以降に記載する。 

 

２．事業の評価方法  
(1) 関係者からの意見聴取の方法 

（介護施設等整備分） 

令和４年度事業分 

令和３年９月～    全市町村に対する令和４年度基金事業に係る照会 

令和４年１２月２２日 県医師会と協議 

令和５年１月２４日  県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 

 

○令和５年度事業分 

令和４年９月～    全市町村に対する令和５年度基金事業に係る照会 

令和５年５月１８日  県医師会と協議 

令和６年１月２２日  県社会福祉審議会老人福祉専門分科会で意見聴取 
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(2) 事後評価の方法 

（介護施設等整備分） 

福岡県社会福祉審議会老人福祉専門分科会に、目標の達成状況や事業の実施状況を報

告し、意見を聞きながら評価を行い、必要に応じて見直しを行うことなどにと比較し、

計画を推進していくこととする。 

 

 

３．計画に基づき実施する事業 
(1) 事業の内容等 

都道府県 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事 業 名 【No.○】福岡県介護施設等整備事業 【総事業費】  

547,723千円 

事業の対象 
となる医療 
介護総合 
確保区域 

全区域 

事 業 の 
実施主体 県、市町村 

事業の目標 〇 介護サービスの供給体制の確保や地域包括ケアシステムの構築に向けて、

県の介護保険事業支援計画等において予定している地域密着型サービス等の

介護基盤の整備を行う。 

・地域密着型特別養護老人ホーム 2,450床（93カ所） 

                →2,508床（95カ所） 

・特別養護老人ホームに併設されるショートステイ（整備分） 0 床（0カ所） 

                           →12床（2カ所）  

・認知症高齢者グループホーム 10,764床（706カ所） 

→ 10,872床（712カ所） 

・小規模多機能型居宅介護事業所 4,905人／月分（280カ所） 

→5,140人／月分（283カ所） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 2,593人／月分（71カ所） 

→ 2,810人／月分（78カ所） 

 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 943人／月分（37カ所） 

                   →1,001／月分（40カ所） 

 ・介護予防拠点（整備分） ０カ所→１カ所 

※ 上記整備目標値には当事業による整備費補助のないものを含む。 

事業の期間 令和４年４月～令和６年３月 

事業の内容 ①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 



16 

 

整備予定施設等 

地域密着型特別養護老人ホーム       ５８床（２カ所） 

地域密着型特別養護老人ホームに併設されるショートステイ   １２床（２カ所） 

認知症高齢者グループホーム        ６カ所 

小規模多機能型居宅介護事業所       ３カ所 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  ７カ所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所     ３カ所 

介護予防拠点               １カ所 

                 

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

（注１）事業者が未定等のため、総事業費が不明の場合は、記載を要しない。 

（注２）事業者が未定で、事業者負担額が不明の場合は、記載を要しない。 

（注３）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注４）指定管理者制度の活用など設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金

充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。 

（注５）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を

記載すること。 

 

(2) 事業の実施状況 

※ 本項目については、令和６年度以降に記載する。 

 

事業に要 

する費用 

の額 

事業内容 
総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 
（注１） 

基金 その他 
（Ｃ） 
（注２） 

国（Ａ） 都道府県(Ｂ) 

①地域密着型サ

ービス施設等の

整備 

(千円) 

 

(千円) 

214,733 

(千円) 

107,367 

(千円) 

 

②施設等の開

設・設置に必要

な準備経費 

(千円) 

 

(千円) 

150,416 

(千円) 

75,207 

(千円) 

 

 

 

金 

 

 

 

 

額 

総事業費 
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

 

基金充当額 

（国費）に

おける公民

の別 
（注３） 

（注４） 

公 

(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

365,149 

都道府県
（Ｂ） 

(千円) 

182,574 

民 うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 

 
計（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

547,723 

その他（Ｃ） 
(千円) 

 

備  考 

（注５） 

令和４年度  324,483千円 

令和５年度  223,240千円 


